
行政経営改革アクションプラン（平成２８年度～３０年度）の取組状況に関する

重点評価説明資料 

 

平成２９年７月１９日 

企 画 部 人 事 課 

 

職員研修の充実化 （将来像５、５－①－１－１） 

 

「新・豊川市人財育成基本方針」に基づき、充実した職員研修を実施しています。

（「新・豊川市人財育成基本方針」を参照） 

 □人材育成の目的 

限られた人材・財源で市民が満足できるまちづくりを進めるため、職員の能

力向上を目指しています。 

 □求められる職員像３C 

 （１）「Customer Satisfaction」・・・お客様（＝市民）目線で、お客様満足度

の最大化を図る職員 

（２）「Career Up」・・・自分自身や部下のキャリアアップに関心を持ち、自学

する職員 

（３）「City Sales Person」・・・豊川市の魅力をアップし、戦略的に発信する

ことのできる職員 

 □職員研修を「自学」、「OJT」、「Off－JT」により進めています。 

 （１）「自学」・・・受身ではなく、自ら学び、育つという意識を持ち、自己目

標の実現に向け、必要な能力の習得に積極的に取り組むこ

と 

 （２）「OJT」・・・上司や先輩職員が、職場内で業務を通じて、部下や後輩職

員を育成すること 

 （３）「Off－JT」・・・業務を離れ、職場外の会場に集まり、集合的な研修を

受けること（人事課主催の階層別研修や特別研修）。ま

た、国・県や各種教育機関（自治大学校、市町村アカ

デミー等）などへの派遣研修に参加すること 

 □平成２８年度の研修について、研修概要の計画のとおり実施しました。（「平

成２９年度豊川市職員研修概要」を参照） 

（１）「階層別研修」・・・新規採用職員研修、一般職員前・中・後期研修、主任

研修など 

（２）「特別研修」・・・EQ 向上セミナー、新人サポーターズ養成研修、年替り

スキルアップ研修など 

（３）「派遣研修」・・・国・県への派遣、自治大学校、市町村アカデミー、愛知

県市町村振興協会研修センターなどが主催する研修へ

の派遣 
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 □新規事業【平成２８年度～】 

（１）３C 研修 合計６３名受講 

   ・ＣＳ研修（接遇）（３年目） １７名受講 

・キャリアアップ研修（庁内インターンシップ）（２年目） ２３名受講 

・シティセールスパーソン研修（２年目） ２３名受講 

（２）年替りスキルアップ研修（接遇編） １３名受講 

（３）女性職員キャリアセミナー ４１名受講 

 □女性職員の外部研修受講 

 （１）地方自治体女性職員交流研究会 １名受講 

 （２）働く女性のための「活き活きキャリアづくり応援セミナー」 １名受講 

 （３）地方自治体のための中堅女性職員キャリアアップ講座 １名受講 

 

 今後も、「新・豊川市人財育成基本方針」に基づき、充実した職員研修を実施し

ていきます。 

 また、平成２８年１１月に実施した職員アンケートに基づき、平成２９年度に

「新・豊川市人財育成基本方針」の見直しを行い、社会変化や市民ニーズに対応

した人材育成システムを再構築していきます。 



 

 

新・豊川市人人人財財財育成基本方針 
 

～人材育成基本方針ブラッシュアップ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイヤはダイヤでしか磨けない。 

人は人でしか磨けない。 

 

私たち職員みんなが、それぞれの個性を活かし、それぞれが輝けるように。 

お互いが教え合い、刺激し合って自分を磨く職場を目指して。 

そして、「人材」が「人財」にブラッシュアップされる。 

そんな「人財育成」を目指します。 

 

 

 

 

平成２５年３月 

豊  川  市 
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Ⅰ 人材育成基本方針ブラッシュアップの基本的考え方 

 

１ 人材育成の重要性 

 

（１）人材育成の目的  

人材育成の目的は、本市を取り巻く環境の変化に対応し、限られた人材・財源の中

で、知恵をしぼり、汗をかいて、自ら行動できる職員を育成することです。私たち職

員は、市民の声を聴き、市民と協働・協力して市民サービスを行い、市民が満足でき

るまちづくりを進めていかなければなりません。このようなまちづくりを進めていく

ためには、職員一人ひとりの能力向上と、それを発揮できる職場環境の形成が必要で

あり、大きな環境変化の中、これからの豊川市を担う職員の育成が必要不可欠です。 

 

（２）職員一人ひとりが主人公  

人材育成は、職員自身が自己を向上させようとする、自己実現の意欲がなければ、

十分な効果は期待できません。このため、職員一人ひとりが、本市職員としての誇り

と使命感を持ち、主体的に取り組む必要があることを忘れてはいけません。 

 

２ ブラッシュアップの背景 

 

本市の人材育成については、平成１５年７月に策定した「豊川市人材育成基本方針」

（以下「前方針」と言います。）に基づき、「充実した職員研修」、「適正な人事管理」、「組

織文化の熟成」の３本の柱により取り組んできました。前方針では、多くの施策を展開

する中で職員の人材育成を図ることとしており、まだ、実行途中の段階にあります。し

かし、策定から約１０年が経過し、本市を取り巻く環境は、以下のように外的にも内的

にも大きく変化しています。こうした状況の中で、内容を一部見直し、現在の状況に合

わせる必要がありますので、基本方針のブラッシュアップ（磨き上げること）を行うこ

ととしました。 

 

（１）外部環境の変化  

現在、市行政は、少子高齢化と人口減少時代の到来、長引く景気の低迷と改善され

ない雇用情勢など、従来にも増して、厳しく激しい環境変化の中におかれています。

また、市民意識の変化・価値観の多様化に伴い、市民ニーズはますます高度化・多様

化しています。さらに、地方分権が進む中、事務事業の権限委譲など、国・県との関

係も変化しています。これらの変化に対応した市行政の運営が求められており、これ

を担うことのできる職員を育成し、また、職場環境を形成していく必要があります。 
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（２）旧宝飯郡４町との合併  

本市は、平成１８年２月に一宮町、平成２０年１月に音羽町・御津町、平成２２年

２月に小坂井町と合併を行いました。これにより、人口は増加、市域は拡大し、市民

ニーズはさらに高度化・多様化しており、これらへの対応と新市の一体感の醸成が大

きな課題となっています。また、異なる意識を持った職員と異なる風土を持った組織

が一つになったため、職員意識の一体感を一層増していく必要があります。 

 

（３）少数精鋭計画の策定と新人事評価制度の施行  

平成２３年６月、平成２２年度から２７年度までを期間とする「豊川市少数精鋭計

画 ～コンパクトでホスピタリティあふれる行政を目指して～（第４次豊川市定員適

正化計画）」を策定しました。本計画により、職員の適正化（少数化）を図る一方、平

成２２年度から本施行した新人事評価制度の効果的な運用などにより、職員の人材育

成（精鋭化）を積極的に行い、市民サービスの維持・向上を目指すものとしています。 

 

（４）「人材」を「人財」にブラッシュアップ  

合併で職員が増えましたが、私たち職員全員が、それぞれの個性を活かし、それぞ

れが輝けるような人材育成を目指します。職員同士が教え合い、刺激し合って自分を

磨く職場を目指します。そして、「人材」が「人財」にブラッシュアップされ、この「人

財」が少数精鋭化を担っていきます。「人財」とは、業務遂行能力が高く、さらなる成

長も期待でき、組織として財産となる人材を言います。このような「人財育成」を目

指すこと、これが人材育成基本方針ブラッシュアップの目的です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【いろいろな「じんざい」】 

人材育成について考察する際、「じんざい」のことを、「人財」「人材」「人在」「人罪」の４

つに分類する考え方があります。 

・「人財」… 実績もあり、さらなる成長が期待でき、組織に欲しがられる人。 

・「人材」… 実績はないが、これからの成長が期待できる人。 

・「人在」… 実績はあるが、これからの成長が見込めない、組織に存在しているだけの人。

・「人罪」… 実績もなく、成長も見込めない、組織にとっては罪深い人。 

間違っても、「人罪」にはならないように気を付けたいものです。「人在」も寂しいですね。

みんなで「人財」を目指してブラッシュアップ！ 
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Ⅱ 本市のこれまでの人材育成の取組と振り返り 

 

本市では、これまで、前方針に基づき、「充実した職員研修」、「適正な人事管理」、「組

織文化の熟成」の３本の柱により人材育成の取組を進めてきました。この間の取組の概

要と実施状況については、次のとおりです。 

 

 

【前方針に基づく人材育成施策の実施状況】 

施 策 別 実施状況 取組概要 

充

実

し

た

職

員

研

修 

自

己

啓

発 

自己啓発チェックシートの作成と

配布 
実施中 

マイプランチェックシート作成の推

進 

研究活動の支援、研究成果発表会

の開催、施策への反映 
一部実施中 

技術職員研修等で実施。管理職員の

政策提言 

外部教育機関の利用支援 検討中 通信教育講座補助を中断中 

大学や大学院などの受講を支援す

る制度の検討 
一部実施中 自己啓発休業条例の制定 

一

般

研

修 

職場研修マニュアルの作成 実施中 ＯＪＴ推進マニュアルの作成 

職場研修指導者の養成 実施中 職場研修指導者養成研修 

希望制、選択制研修の充実 一部実施中 年替りスキルアップ研修など 

政策形成能力、企画力向上研修の

充実 
実施中 係長研修Ⅱ、政策実現調査研修など

公務員倫理研修の充実 実施中 
新規採用職員研修、新任係長研修に

おいて実施 

市民応対研修の充実 実施中 
接遇向上推進研修、接遇満開プロジ

ェクトなど 

研修のフォローアップの実施 一部実施中 市民満足度向上研修など 

法律、パソコンなどの知識と技術

の養成 
実施中 

地方自治法、地方公務員法、情報セ

キュリティの確認 

研修効果の測定手法の検討 一部実施中 研修アンケートの実施 

個人別研修計画の作成の検討 検討中 
キャリアデザイン研修。マイプラン

チェックシートの活用 

派

遣

研

修 

自治大学校や市町村アカデミーな

どの専門的研修機関への派遣 
実施中 

各課からの要望に基づき、積極的に

派遣研修を実施 

民間企業などへの派遣 実施中 
豊川商工会議所派遣。民間短期派遣

研修の実施 

国や県への派遣 実施中 
経済産業省中小企業庁、国土交通省

中部地方整備局、愛知県など 

他市町村との共同研修 実施中 係長研修Ⅲ、森林作業体験研修 

公募型研修の拡充 実施中 特別研修、派遣研修で公募実施 

他市町村との人事交流の検討 検討中 派遣先自治体を検討中 
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適

正

な

人

事

管

理 

人

材

確

保 

志願者への職員像“５Ｃ”の明示 実施中 試験要綱に掲載 

人物重視の採用試験の実施 実施中 受験者全員面接の実施 

民間経験者の採用 実施中 民間企業等経験者対象採用試験 

受験者数の確保 実施中 採用困難な職種のＰＲ紙の作成など

人

材

活

用 

育成のためのジョブローテーショ

ンの実施 
実施中 

採用後、一定期間内に３分野の業務

を経験 

職員自身によるキャリアプランの

作成 
実施中 

キャリアデザイン研修。マイプラン

チェックシートの活用 

特定の職務に精通した職員の養成 一部実施中 適性申告書の尊重 

特定職場やプロジェクト・チーム

への庁内公募制度の実施 
実施中 生活活性課、国際課にて公募 

女性職員の登用と職域の拡大 実施中 人事異動において配慮 

人

材

評

価 

目標管理制度の導入 実施中 平成２２年度から本施行 

挑戦的な仕事の遂行や積極的な自

己啓発に取り組む職員の評価 
実施中 人事評価に「積極性」の項目 

勤務評定結果のフィードバック 実施中 平成２２年度から本施行 

勤務評定者訓練の充実 実施中 新任係長を対象に評価者研修の実施

自己申告による降格制度の活用 実施中 降格希望制度の実施 

公務員制度改革大綱への対応 実施中 平成２２年度から本施行 

多面的人材評価導入の検討 検討中 適切な手法を検討中 

組

織

文

化

の

熟

成 

市

民

主

体 

市民満足度アンケートの実施 実施中 接遇満開プロジェクトにて実施 

コスト意識の徹底 一部実施中 ノー残業デーの実施など 

事務改善提案運動の推進 検討中 市役所カイゼン運動を検討中 

市民への出前講座の推進 実施中 年間、約２００回開催 

市

民

協

働 

市民と自治体とが協働するための

ネットワークづくりの推進 
一部実施中 ＮＰＯ見学バスツアー 

職員が仕事を離れて市民活動に参

加することへの推進と支援 
一部実施中 ボランティア休暇の取得促進 

市民とともに学び合う学習会の開

催の検討 
検討中 対象者・テーマの選定方法を検討中

組

織

づ

く

り 

職員が意欲的に仕事に取り組める

職場環境の整備 
実施中 

人事評価制度における年３回の面談

などコミュニケーションの活性化 

組織目標、行政情報の共有化 実施中 目標管理制度の組織目標共有化 

学習的職場風土の醸成 一部実施中 
職場指導者養成研修でＯＪＴ推進リ

ーダーを養成 

職員提案制度の充実 一部実施中 
市役所カイゼン運動において見直し

を検討中 

メンタルヘルスの推進 実施中 
ガイドブックの配布。復職時のマニ

ュアルの作成 
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これらの取組により、一定の成果を得ることができたと考えていますが、引き続き検

討・対応すべき課題や、環境の変化により新たに取り組むべき課題もあります。 

そこで、平成１８年度から毎年実施している「接遇向上キャンペーン」（平成２３年度

からは「接遇満開プロジェクト」に改称）における窓口アンケートの結果や、今回の基

本方針ブラッシュアップにあたり全職員を対象として実施した職員アンケートの結果

などを踏まえ、「市民からの評価」、「職員研修」、「人事管理」、「組織文化」、「職場環境」

の観点から、本市の人材育成の取組を振り返ります。 

 

１ 市民からの評価 

 

職員の接遇については、窓口アンケートの「総合的な満足度」において、平成１８年

度は「とても満足」約３５％、「満足」約５５％（合計約９０％）であったのが、平成

２３年度は「とても満足」約４５％、「満足」約４７％（合計約９２％）となっており、

市民の方からの評価は向上しています。しかし、市民意識調査では、「対応が事務的で

冷たい」」、「説明が不親切」などの否定的意見が約１６％あることから、接遇満開プロ

ジェクトなど、今後一層の接遇向上に取り組む必要があります。 

 

２ 職員研修 

 

（１）自学（自己啓発）  

自学については、約３８％の職員が取組不十分と考えています。その原因は、約半

数が業務や家庭生活が多忙で時間が取れないとしており、業務配分の適正化とワー

ク・ライフ・バランス1が課題と考えられます。また、「何に取り組めばいいか分から

ない」という職員が約２３％おり、キャリアプラン2が不明瞭であることや、本市に自

学のプログラムがないことなどが課題であると考えられます。今後、キャリアプラン

の作成や庁内オープンカレッジなどにより、自学を推進していく必要があります。 

 

（２）ＯＪＴ（＝On the Job Training 職場研修）  

「ＯＪＴ推進マニュアル」（平成２１年４月策定）により、ＯＪＴの必要性は認識さ

れてきていると考えています。しかし、教える立場、教えられる立場の双方合わせて、

約２５％の職員が取組不十分であるとしており、さらなる意識啓発と推進が必要です。 

*************************************************************************** 
1  仕事と家庭との調和。職員がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活

などにおいても、子育てや介護期等の人生の各段階に応じて多様な生き方を選択、実現できる社会を目指すものです。 
2  自分自身の得意分野、能力、資格、経験などを活かし、市職員として、どのような人材として、どのような分野で活

躍したいか、そして、どのように組織に貢献していきたいのか、自らが思い描く目指すべき姿のことです。 
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（３）Ｏｆｆ－ＪＴ（＝Off the Job Training 職場外研修）  

Ｏｆｆ－ＪＴについては、業務遂行や能力向上などに役立っているとの肯定的な意

見が約５６％に留まっています。一方、「日頃の業務からでは学べない専門知識・技術」、

「担当業務、日常業務に即した知識等」を習得したいという期待が高くなっています。

今後一層、職員の研修ニーズの収集に努め、より効果的な研修を実施できるよう取り

組む必要があります。 

 

３ 人事管理 

 

（１）配置管理  

人事異動・昇任などの配置管理については、適切に行われているとの肯定的な意見

が約４０％に留まっています。一方、職員の配置管理は、適性申告を尊重または考慮

すべきとの意見が約７３％を占めています。職員の希望や意向を尊重する一方、ジョ

ブローテーションやキャリアプランの作成など、本市の人事管理の考え方をより明確

にし、周知していく必要があると考えます。 

 

（２）人事評価  

平成２２年度から本施行した新人事評価制度については、適切な仕組みであるとす

る肯定的な意見が約４１％、不適正な仕組みであるとする否定的な意見が約８％にな

っていますが、「どちらとも言えない」との意見が約半数を占めています。より多くの

職員に理解してもらえるよう、人事評価の必要性や仕組みの周知に努めるとともに、

今後も、より納得性の高い制度になるよう検討を続ける必要があります。 

 

４ 組織文化 

 

（１）組織目標  

組織目標については、約５６％の職員が浸透していると肯定的に捉えていますが、

「どちらとも言えない」が約３３％、浸透していないと否定的に捉えている職員が約

１０％となっています。「どちらとも言えない」、または、否定的に捉えている職員の

多くは、目標管理制度の対象外である係長級以下の職員であると考えられます。組織

目標が管理職員のレベルに留まっており、係長級や担当職員への浸透度が低いことが

懸念されます。組織目標の共有化を一層進める必要があります。 

 

（２）職員同士の協力体制  

協力し合っているとの肯定的な意見が約７６％ですが、十分に機能していないとす
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る否定的な意見が約２３％となっています。今後、職員の少数精鋭化を進めていくう

えで、さらなる職員同士の協力体制は必要不可欠です。 

 

（３）業務改善  

約４６％の職員が積極的に取り組んでいるとしていますが、約５３％の職員が十分

ではないと考えています。今後、職員の少数精鋭化を進めていくうえで、改善意識を

醸成し、業務改善の取組を一層推進していく必要があります。 

 

５ 職場環境 

 

（１）メンタルヘルス対策  

仕事や職場におけるストレスについて、「体調に不調を覚えるほど感じる」または「い

つも感じる」と回答した職員が約１８％います。市民ニーズの高度化・多様化や定員

適正化などにより、職員一人ひとりの負担が増えていることがストレスの一因と考え

られます。職員の適正配置や人材育成により極力ストレスの軽減を図るとともに、ス

トレスへの適応力を高め、メンタルヘルスを推進していく必要があります。 

 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進  

ワーク・ライフ・バランスについて、「十分に両立できている」または「おおむね両立

できている」と回答した職員が約６５％、「両立できない時期もある」と回答した職員

が約２８％であり、ある程度、保持されていると考えられます。しかし、「今後の人材

育成において、どのような取組に力をいれるべきか」との設問に対し、「仕事と生活の

調和のための環境づくり」との回答が２番目に多くなっています。これは、ワーク・ラ

イフ・バランスへの関心の高さを表しており、ワーク・ライフ・バランスの正しい理解

促進と両立支援施策の一層の推進を図っていく必要があります。 

 

（３）ハラスメント対策  

従来から、セクシュアルハラスメント対策については取り組んできたところですが、

平成２４年２月、元市職員の自殺が職場環境に起因する公務災害であると認めた判決が

確定したことを受け、このようなことが二度と起きないよう、市をあげてパワーハラス

メントの再発防止に取り組んでいるところです。また、職員アンケートでは、「仕事に

対するやりがいを持続・保持させるために必要なものは」との設問に対し、「職場のコ

ミュニケーションの円滑化」との回答が約２０％で、１番多くなっています。全ての職

場において、職員同士のコミュニケーションを一層高め、ハラスメントのない適切な職

場運営が行われるよう取り組んでいく必要があります。 
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① Customer Satisfaction 

お客様（＝市民）目線で、お客様満足度の最大化を図る職員 

② Career Up 

自分自身や部下のキャリアアップに関心を持ち、自学する職員 

③ City Sales Person 

豊川市の魅力をアップし、戦略的に発信することのできる職員 

Ⅲ 人材育成の方向性 

 

１ 求められる職員像 

 

本市の人材育成にあたり、育成すべき職員像（職員にとっては「求められる職員像」）

を明らかにする必要があります。これまで、「求められる職員像」として、“５Ｃ”を定

めていましたが、よりシンプルかつインパクトのある“３Ｃ”に改めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

求められる職員像“３Ｃ” 
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【“５Ｃ”→“３Ｃ”のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Citizen Satisfaction 

市民感覚あふれる職員 

② Civic Management 

経営感覚あふれる職員 

③ Concierge 

笑顔あふれる職員 

④ Charming 

豊川市の魅力をアップする職員 

⑤ Change 

自己変革できる職員 

① Customer Satisfaction 

お客様（＝市民）目線で、お客様

満足度の最大化を図る職員 

② Career Up 

自分自身や部下のキャリアアップ

に関心を持ち、自学する職員 

③ City Sales Person 

豊川市の魅力をアップし、戦略的

に発信することのできる職員 

５Ｃ ３Ｃ 

 

② Career Up 

① Customer 

Satisfaction ③ City Sales Person

豊川市宣伝部長 
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２ 階層別に求められる能力、行動、役割・責任 

 

市の職員の階層は様々です。求められる職員像“３Ｃ”を達成するためには、階層ご

とに求められる能力、行動、役割・責任を明らかにし、各階層に応じた人材育成を進め

ていく必要があります。前方針を引き継ぎ、資格等級基準表を次のとおりとします。 

 

【資格等級基準表】 

等

級 

職

能 

職

位 

求められる 

能力 
必要な行動 役割・責任 期待される効果 

９

級 

管

理

職 

部

長 
・政策決定能力 

・政策評価能力 

・行政経営能力 

・組織管理能力 

・危機管理能力 

・人材育成能力 

・市政の長期的な視点

から、それぞれの部

門における政策課

題を実現するため、

進むべき方向性を

打ち出します。 

・市政全般に対する政

策評価と政策論議

を行います。 

・市の方針に基づき、部の責任者として全庁的な

見地に立ち、方針の実現に向けて日常業務を管

理し、目標を実現すること。 

・市の政策決定に参画、トップを補佐し、市政に

貢献すること。 

・高度な特命業務も独自の判断で処理し、期待さ

れる成果を実現すること。 

８

級 

管

理

職 

次

長 

・部方針に基づき、部全般の日常業務の円滑な運

営を図ること。 

・部方針・計画の立案に参画し、専門的な立場か

ら上司を補佐すること。 

７

級 

管

理

職 

課

長 

・政策決定能力 

・人材育成能力 

・行政経営能力 

・組織管理能力 

・危機管理能力 

・折衝交渉能力 

・市政に対する日常の

市民ニーズの視点

から、課の使命と目

的を設定して、組織

の総合力を最大限

に引き出します。 

・課を統括し、政策の

実現とその評価を

行い、適切に職場を

運営します。 

・また、職員の指導育

成をリードします。

・部の方針に基づき、課の長として直接部下を指

揮監督する、業務遂行上の実質責任者であるこ

と。 

・特命業務・プロジェクト業務についての実質責

任者であること。 

・専門性を伴う企画・開発・調査研究・折衝改善

で期待される成果を出すこと。 

６

級 

管

理

職 

課

長

補

佐 

・業務調整能力 

・折衝交渉能力 

・政策立案能力 

・組織管理能力 

・危機管理能力 

・人材育成能力 

・課長を補佐し、係長

を統括・指導すると

ともに、課の目標と

事業構想に参画し、

遂行します。 

・対外的な仕事の調整

を行い、円滑な遂行

を推進します。  

・課長と共に、職員を

指導育成します。 

・課の方針に基づき、係長等を指揮監督し、上司

を補佐しながら業務を円滑に処理する実質責

任者であること。 

・例外・複雑判断業務についても専門知識・技術

をもって独自の判断で処理し、期待される成果

を出すこと。 
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５

級 

監

督

職 

係

長 

・政策立案能力 

・指導育成能力 

・折衝交渉能力 

・職務遂行能力 

・課の課題に対して、

上司の指示を的確

に把握し、具体的な

政策、施策、事業を

企画立案します。 

・部下と目指す方向を

共有し、指導と育成

を行います。 

・課の方針に基づき、係・グル－プの長として直

接部下を指揮監督して、日常業務を円滑に遂行

できること。 

・複雑困難な業務についても独自の判断で責任を

もって処理し、関係者の期待に応える成果を出

すこと。 

・簡単なプロジェクト業務については、その責任

者となって運営する実質責任者であること。 

・非定型・応用業務についても、主体的に新しい

技術やノウハウを試みながら改善成果を出し

ていくこと。 

４

級 

一

般

職 

主

任 

・課題発見能力 

・職務遂行能力 

・指導育成能力 

・係の方針の中で、課

題に対して具体的

な政策、施策を提言

します。 

・係員に実務的な指導

を行い、係の仕事の

円滑で効率的な推

進を図ります。 

・下級者に対しては自ら模範となって実行し、リ

－ダ－としての指導的役割を担うこと。 

・上級者からの要点のみの指示で、日常の定型的

な業務はもとより、やや複雑な業務も独自の判

断で処理し、成果を出すこと。 

・日常維持業務全般にわたり責任をもって処理

し、期待される成果を出すこと。 

３

級 

一

般

職 
主

事 

・

技

師 

・課題発見能力 

・職務遂行能力 

・自己開発能力 

・組織の一員として、

担当する日常の仕

事を正確、迅速に推

進します。 

・問題意識をもって現

状から課題を発見

し、事務の改善と工

夫を行います。 

・非定型業務については上司の助言のもとに処理

し、期待される成果を出すこと。 

・上級者として、下級者の指導ができること。 

２

級 

一

般

職 

・定型業務については独自の判断で責任をもって

処理し、期待に応える成果を出すこと。 

・やや複雑な業務についても上級者のアドバイス

を受け、期待に応える成果を出すこと。 

１

級 

一

般

職 

事

務

員

・

技

術

員 

・上級者からの具体的な指示監督を受け、定めら

れた手順に従って限られた範囲の定型業務を

担当すること。 

・任務を忠実に実行し、仲間と協力してスピーデ

ィに成果を出すこと。 
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Ⅳ 人材育成システムの方策 

 

【人材育成システムの体系】

　※　斜体字は新規の施策。それ以外は再編あるいは継続の施策。

大学や大学院などの受講を支援する制度の検討

ＯＪＴ推進マニュアルの活用

マイプランチェックシートの活用
学び続ける意欲の保持・向上施策の実施
庁内インターンシップ、庁内オープンカレッジの開講
研究活動の支援、研究成果発表会の開催、施策への反映

管理監督者の人材育成能力養成
新人サポーター制度
職員の能力の均質化
法律知識とリーガルマインドの養成

時代の要請に応じた柔軟な研修体系の運用
希望制、選択制研修の充実
自治大学校や市町村アカデミーなどの専門的研修機関への派遣

Ｏｆｆ－ＪＴ

民間企業などへの派遣
国や県などへの派遣
全職員コンシェルジュ化の推進
全職員シティセールスパーソン化の推進
他市町村との共同研修、人事交流
研修のフォローアップの実施
研修効果の測定手法の検討

受験者の質・量の確保
インターンシップの積極的な受け入れ

人材育成型ジョブローテーション指針の策定

志願者への職員像“３Ｃ”の明示
人物や実践能力を重視した採用試験の実施
民間企業経験者などの採用

多様な採用形態による人材の確保

キャリアプランの作成
複線型人事管理の推進
スペシャリスト養成のための資格取得支援・評価する仕組み
ＥＱ（こころの知能指数）の向上
特定職場などへの庁内公募、庁内ＦＡ制度
女性職員の登用と職域の拡大
降格希望制度の活用

目標管理制度の効果的な運用
挑戦的な仕事の遂行や積極的な能力開発に取り組む職員の評価
新人事評価制度の運用と評価結果のフィードバックによる育成
人事評価にリンクした給与制度の適切な運用
多面的人事評価導入の検討

職員が意欲的に仕事に取り組める職場環境の整備

接遇満開プロジェクトの推進
市民感覚に基づいたコスト意識の徹底
市民に信頼される職員の育成
市民への出前講座の推進

協働推進に向けての意識啓発
市民活動・地域活動参加への推進
市民とともに学び合う学習会開催の検討

ワーク・ライフ・バランスの推進
メンタルヘルスの推進
ハラスメントの防止

組織目標、行政情報の共有化
職員の役割・責任の明確化と気働き
業務改善の推進
自学を推進する学習的職場風土の醸成

充
実
し
た
職
員
研
修

適
正
な
人
事
管
理

組
織
文
化
の
熟
成

自学

ＯＪＴ

人材確保

組織づくり

人材活用

人材評価

市民主体

市民協働
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職員アンケートの結果などから前方針を振り返った結果、今後の本市の人材育成にお

ける課題がみえてきました。強みは伸ばし、弱みは克服し、職員の少数精鋭化を推進し

ていくために、前方針に引き続き、「充実した職員研修」、「適正な人事管理」、「組織文

化の熟成」の３本の柱により、人材育成システムを充実、展開していきます。 

 

１ 充実した職員研修 

 

前方針において、職員研修は、「自己啓発」、「一般研修」、「派遣研修」の３つの手法に

より進めてきましたが、今後は、次のように「自学」、「ＯＪＴ」、「Ｏｆｆ－ＪＴ」に再

編し、進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自学 
受身ではなく、自ら学び、育つという意識を持ち、自己目標の実現に

向け、必要な能力の習得に積極的に取り組むこと 

ＯＪＴ 
上司や先輩職員が、職場内で業務を通じて、部下や後輩職員を育成す

ること 

Ｏｆｆ－ＪＴ 

業務を離れ、職場外の会場に集まり、集合的な研修を受けること（人

事課主催の階層別研修や特別研修）。また、国・県や各種教育機関（自

治大学校、市町村アカデミー等）などへの派遣研修に参加すること 

 

自学は、本人が自主的に学習を進めるため、学習へのモチベーションが高まります。Ｏ

ＪＴは、日常業務を通して行われるため、個別ニーズに対応した実践的な教育ができます。

Ｏｆｆ－ＪＴは、専門的な講師を活用して、体系的・理論的な教育ができます。 

３つの手法には、それぞれのメリットがあり、相互に補完し合う関係にあります。能力

開発を効果的に進めるために、この３つの手法を有機的に連携させ、それぞれのメリット

を活かしながら進めていくことが大切です。 

 

充実した 

職員研修 

自学 ＯＪＴ Ｏｆｆ－ＪＴ 
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（１）自学  

 

① マイプランチェックシートの活用 

自学の推進を図るため、人事評価で明らかになった人材育成ニーズを、自らがど

のように能力開発に取り組んでいくべきかということに気づいてもらう、「マイプラ

ンチェックシート」を作成しています。人事異動により新たな職場に配置されたと

き、昇格で新たな役割を担う立場となったときなど、必要に応じて、このチェック

シートを活用することを推進していきます。 

 

② 学び続ける意欲の保持・向上施策の実施 

世の中は、絶えず動いています。変化に対応しないことは、退化することを意味

します。何歳になっても、学び続ける姿勢が必要です。目標管理シートや業績評価

シートに自己啓発目標を記載する欄を設け、毎年、目標を記載するなどの取組を行

い、公務を離れるまで、自学の推進を図ります。 

 

③ 庁内インターンシップ、庁内オープンカレッジの開講 

担当業務をより円滑に行うため、また、今後のキャリアプランを考えるため、他

部署の業務内容に関心を持ち、概要を知っておくことは、とても有意義なことです。

職員が、一定期間（１～２週間程度）、他部署を経験する「庁内インターンシップ」

や、「市税の話」「障害者福祉の話」「豊川市の歴史」など職員が講師を務める学習コ

ースを用意し、一定数の応募者が集まれば実施する夜間講座「庁内オープンカレッ

ジ」の開講を検討します。 

 

④ 研究活動の支援、研究成果発表会の開催、施策への反映 

管理職員の政策提言や政策研究グループ活動の支援を実施しています。研究成果

については、やる気を喚起するとともに、情報の共有化を図るため、優秀作品の庁

内ＬＡＮ掲示や成果発表会の開催などを行っています。実際の施策に反映できるシ

ステムについては、引き続き検討していきます。 

 

⑤ 大学や大学院などの受講を支援する制度の検討 

自治体に高い専門性を求められる今日、より高度で専門的な知識や幅広い情報が

必要とされています。そこで、豊川市職員の自己啓発等休業に関する条例を定め、

公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、大学等の履修のための休業を承

認し、職員の自主的な幅広い能力開発の支援を図っています。また、土日や夜間で

学べる社会人向けの大学院なども増えていますので、職員が受講を希望する場合の
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支援についても、引き続き検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ＯＪＴ  

 

① ＯＪＴ推進マニュアルの活用 

人事評価で明らかになった人材育成ニーズは、各職場において上司や先輩職員の

指導や本人の自学によって必要な能力開発が行われなければなりません。ＯＪＴは、

その中心的な役割を担います。各職場のＯＪＴの推進を図り、ＯＪＴの基本的な考

え方や効果的な実践方法などを記述した「ＯＪＴ推進マニュアル」を作成し、庁内

ＬＡＮに掲示しています。今後、マニュアルの活用などにより、各職場のＯＪＴを

一層推進していくとともに、必要に応じてマニュアルの改正を行っていきます。 

 

② 管理監督者の人材育成能力養成 

各職場のＯＪＴ推進にあたって、課長補佐級の職員をＯＪＴ推進リーダーと位置

付けています。ＯＪＴ推進リーダーは、所属長を補佐し、各職場全体の人材育成を

推進するとともに、実際にＯＪＴを行う係長や先輩職員の指導にあたります。この

ＯＪＴ推進リーダーを対象とした職場研修（ＯＪＴ）指導者養成研修の充実や、新

たに管理監督者向けの人材育成能力スキルアップ研修を開催するなど、管理監督者

の人材育成能力の養成を図っていきます。 

 

③ 新人サポーター制度 

少数精鋭化を進めていくうえで、新規採用職員の育成、即戦力化は大きな課題で

す。これまで、新規採用職員の育成は係長が中心となって行ってきましたが、上司

とは異なる階層の近い職場の先輩職員が、マンツーマンで指導する新人サポーター

【自学と自己啓発】 

「自学」も「自己啓発」も「自ら学習する」という意味で、同義の言葉ですが、近年、地方

公務員制度を考えるうえで、「自学」が注目されています。 

地方分権が進む今日、私たち職員は、行政のプロフェッショナルとして、自らがどのような

職員になりたいかというキャリアプランを考え、現在の職域にとどまらず自ら学んでいくこと

が重要となっています。地方公務員の人材育成に造詣が深い稲継裕昭氏（早稲田大学大学院教

授）は、こうした姿勢を「自学」と呼び、自学の重要性を提唱しています。 
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制度（メンター制度3）を新設します。新規採用職員がサポーター役の先輩職員に職

務上の問題点等を相談しやすい体制を作ることで、早期の知識習得及び職場への順

応を促すことができると考えます。サポーターとなる先輩職員に対しては、サポー

ターの役割や必要となる知識・技能を習得する研修を実施していきます。 

 

④ 職員の能力の均質化 

「仕事ができる人に仕事は集まる」と言われることがありますが、できる人に仕

事が集中しないよう、職員全体の知識・技能の底上げを目指します。各職場で、所

属職員全体の知識・技能の底上げを意識した業務分担、ＯＪＴ、Ｏｆｆ－ＪＴの受

講機会の付与などに取り組み、職員の能力の均質化を図ります。 

あわせて、職員として必ず知っておかなければいけない知識・技能を再確認する

ための「豊川市職員基礎力検定」、「庶務事務研修会」などの実施を検討していきま

す。 

 

⑤ 法律知識とリーガルマインドの養成 

地方分権が進む中、自律的な自治体であるためには、単に法律に従うだけではな

く、法律を知ることによるリーガルマインド（法律の実際の適用に必要とされる、

柔軟、的確な判断力）が必要です。各職場において、多くの職員が法制執務の経験

を積むことができるよう、リーガルマインドの養成に努めていきます。 

 

（３）Ｏｆｆ－ＪＴ  

 

① 時代の要請に応じた柔軟な研修体系の運用 

激変する社会環境の中では、研修体系の見直しは必要不可欠です。時代の変化・

要請に応じて、その時に必要とされる研修を実施できるよう、柔軟に研修体系の運

用・見直しを行っていきます。 

 

② 希望制、選択制研修の充実 

「研修を受けさせられている」という受身の姿勢で受講していては、研修の効果

は十分に上がりません。そこで、特別研修や派遣研修においては、公募枠を設け、

希望する職員が受講できるようにしています。今後も、職員のやる気を引き出すた

め、希望制の研修のさらなる充実を図っていきます。 

*************************************************************************** 
3  近年、多くの自治体や民間企業では、このような新規採用職員の指導にあたる先輩職員を「メンター」、指導を受け

る新規採用職員を「メンティー」と呼び、「メンター制度」と称してＯＪＴを実施しています。本市では、馴染みのある

呼称とするべく、「新人サポーター制度」とします。 
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一方、各業務に必要な能力を、必要なとき、必要な職員が、重点的・効果的に習

得できるよう、平成２４年度から年替りスキルアップ研修を新設しました。今後も、

こうした選択制の研修の充実を図っていきます。また、特定の階層の職員全員が受

講する階層別研修においても、科目の一部を選択制としたり、職種によって内容を

変更したりするなど、受講者の主体性やニーズを考慮した編成となるよう、引き続

き、検討していきます。 

 

③ 自治大学校や市町村アカデミーなどの専門的研修機関への派遣 

自治体独自の研修では対応の難しい高度・専門的な研修を実施している機関とし

て、自治大学校や市町村アカデミーなどがあります。自治大学校は、約２か月に及

ぶ長期間の研修期間を設定し、政策形成能力や行政管理能力の養成といった高度な

研修を実施しています。市町村アカデミーは、専門実務研修や政策課題研修など、

幅広い研修を実施しています。これらの研修機関では、その分野の一流の講師が、

最新の知識・情報を提供してくれるため、高度・専門的な知識を習得するためには、

大変効果的な研修です。今後も派遣を継続し、より多くの職員がこの機会を得られ

るように努めていきます。 

 

④ 民間企業などへの派遣 

民間企業などは、公務と異なった組織原理に基づいて運営されています。そこへ

職員を派遣することで、民間の経営感覚やコスト意識、ホスピタリティ（おもてな

しの心）溢れる確かな接遇など、幅広い知識を習得し、意識改革を図ることができ

ます。従来から実施している豊川商工会議所への派遣に加え、平成２４年度から、

百貨店やホテル業に派遣期間を１～２週間とする民間短期派遣研修を新設しました。

今後も派遣先の拡大を検討しつつ、派遣を継続していきます。 

 

⑤ 国や県などへの派遣 

現在、経済産業省中小企業庁、国土交通省中部地方整備局、愛知県などへ、実務

研修生として、毎年、職員を派遣しています。国政・県政に携わることで、最新情

報、他自治体の先進事例、実務を通して培われるノウハウや人脈を得ることができ、

市政に携わるだけでは得ることのできない幅広い視野を養うことができます。今後

も、総合計画や市長マニフェストの目標と照らし合わせ、効果的な派遣先を検討し、

派遣を継続していきます。 

 

⑥ 全職員コンシェルジュ化の推進 

本市は、「豊川市内の接遇№１事業所」を目標に、全職員がホテルのコンシェルジ
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ュ4のようなホスピタリティ（おもてなしの心）溢れる確かな接遇ができる市役所を

目指しています。今後も、親切・丁寧で温かい対応、様々なご意見・ご要望への対

応、折衝・交渉における説明など、市民対応に必要な能力・スキル向上のための研

修を充実していきます。また、引き続き、接遇満開プロジェクトを実施し、職員全

体のホスピタリティ向上と、職員のやる気アップを図っていきます。 

 

⑦ 全職員シティセールスパーソン化の推進 

本市では、「豊川市シティセールス戦略プラン」（平成２４年８月策定）に基づき、

都市間競争の中で埋没せず、活気のある住みよいまちを目指し、シティセールスに

取り組んでいます。 

シティセールスとは、「豊川市」の魅力を引き出し、市内外へアピールし、「豊川

市」を売り込むことです。そのためには、まず、全職員が、「豊川市」の魅力を熟知

し、「豊川市」に愛着や誇りを持たなければなりません。そして、「豊川市」の魅力

を引き出し、アピールするため、様々な政策や企画を練り上げ、発信していく能力

を備える必要があります。 

そこで、全職員がシティセールスパーソンとなるべく、「豊川市」を知るための「豊

川市検定（必須知識）」の新設、政策形成能力・企画力向上研修や広報戦略・プレゼ

ンテーション研修の充実などを検討していきます。 

 

⑧ 他市町村との共同研修、人事交流 

他市町村との共同研修は、広域的な交流による相互啓発の機会となります。さら

に、研修で知り合った者同士でネットワークを形成し、市町村間の連携をより深め

る機会ともなります。現在、豊橋市との共同研修、東三河広域協議会主催の森林作

業体験研修を行っていますが、今後もこれらを継続しつつ、研修機会の拡大を図っ

ていきます。 

また、他市町村との人事交流については、互いにメリットが必要ですので、引き

続き、制度のあり方や交流先を検討していきます。 

 

⑨ 研修のフォローアップの実施 

研修による能力の向上を確実なものとするためには、フォローアップ（事後研修）

を実施することが有効です。具体的には、フォローアップ研修の実施、研修を実務

に活かすための行動計画の作成・実践・振り返り、所属長による面談、職場内外に

*************************************************************************** 
4  コンシェルジュとは、本来、門番を意味する言葉であったと言われています。そこから解釈を広げ、ホテルにおいて、

お客様の様々なご要望に応えるスタッフの職名として使用されるようになりました。コンシェルジュには、ご要望を心

で汲み取る豊かなホスピタリティと、それを具現化するための経験に裏打ちされた確かな知識が必要です。 



                              新・豊川市人財育成基本方針 

19 

て研修報告などの方法があります。現在、一部の研修で実施していますが、今後、

機会の拡大を検討していきます。 

 

⑩ 研修効果の測定手法の検討 

研修アンケートは、研修終了後に必ず実施し、次回以降の研修に活かしています

が、研修効果の測定については、研修効果は必ずしも研修終了直後に表れるものと

は限らず難しい面があるため、現在のところ、実施には至っていません。 

しかし、絶えず、時代の要請に応じた研修体系・研修内容を再編していくにあた

り、研修効果を客観的に確認できる仕組みが必要です。今後も、研修効果の数値化、

アウトカム指標の導入など、研修効果の測定手法について、引き続き、検討してい

きます。 

 

２ 適正な人事管理 

 

人事管理の様々なシステムは、本来、職員の意欲や能力を引き出すためのものです。

職員の採用、異動、昇格、評価は、人材育成と適正に連携できていなければなりませ

ん。今後の人事管理については、常に適正に連携できていることを確認しつつ、引き

続き、次の３つの観点で進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材確保 職員採用の観点から考えます。 

人材活用 職員の人材育成を人事異動、配置の観点から考えます。 

人材評価 
職員を適正に評価することにより、モチベーションを高める観点から

考えます。 

 

 

適正な 

人事管理 

人材確保 人材活用 人材評価 
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（１）人材確保  

 

① 志願者への職員像“３Ｃ”の明示 

職員採用候補者試験の実施にあたっては、今回リニューアルした職員像“３Ｃ”

を明示し、志願者はそれを踏まえたうえで受験するようにしていきます。これによ

り、新規採用者が採用当初から職員像を共有することができます。また、示した職

員像に共感し、本市職員を目指そうとする者の掘り起こし効果も期待できます。 

 

② 人物や実践能力を重視した採用試験の実施 

教養・知識だけでなく、実践能力の高い人材を確保するため、採用試験では面接

に重点を置いています。平成１９年度から、受験者の全員面接を実施していますが、

引き続き、人物・実践能力を重視した採用試験のあり方を工夫していきます。 

 

③ 民間企業経験者などの採用 

民間企業などで培った専門知識・技術、豊富な実務経験を活かし、本市のまちづ

くりに新しい風を吹き込んでくれる者を求め、平成１４年度から民間企業経験者な

どを対象とした採用試験を実施し、これまでに２２名を採用しました。今後も、必

要に応じ、こうした採用試験を実施し、必要な人材を確保していきます。 

 

④ 受験者の質・量の確保 

職員の少数精鋭化を担える者を新規採用できるよう、本市の求める職員像にマッ

チングする受験者をより多く確保していく必要があります。現在、広報紙やホーム

ページへの掲載、採用試験要綱の各学校機関への配布、採用困難な職種のＰＲ紙の

作成などを行っていますが、今後も工夫を図っていきます。 

 

⑤ インターンシップの積極的な受け入れ 

本市では、これまでも学生のインターンシップを受け入れてきましたが、平成 24

年度からインターンシップ実施要綱を作成、公表するとともに、東海地域インター

ンシップ推進協議会に参加するなど、積極的な受け入れ態勢を整えています。これ

により、学生の職業意識の向上及び市政に対する理解を深めてもらうとともに、本

市職員を目指そうとする者の掘り起こし効果も期待できます。 

 

⑥ 多様な採用形態による人材の確保 

少数精鋭計画を進める中で、再任用職員、嘱託員、臨時職員等を活用する機会は

増加し、担当業務も拡大しています。また、専門的な知識・経験を必要とする事務
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事業や、一時的に増加する事務事業に対応するため、期間を定めて正規職員と同様

の職務を担う任期付職員制度を平成２４年度から新たに導入しました。再任用職員、

嘱託員、臨時職員、任期付職員等は、今後の市政運営にとって、これまで以上に大

きな役割を担うことになります。今後は、こうした多用な採用形態による人材の確

保・人材育成施策についても検討していく必要があります。 

 

（２）人材活用  

 

① 人材育成型ジョブローテーション指針の策定 

人材育成型ジョブローテーションとは、職員の仕事を計画的に交替させ、多くの

仕事を経験させる育成方法です。事務職員の配置にあたっては、新規採用時から一

定の期間内に、管理部門、窓口部門、事業部門の３分野の仕事を経験することを基

本としています。事務職員以外の職種も、職域の拡大を図り、異なる分野の仕事を

経験することとしています。若いうちに、幅広い知識・経験を身につけ、できる限

り市全般にわたる視野を身につけることは、人材育成の観点からとても重要です。 

ジョブローテーションは現在も実施していますが、今後は、ジョブローテーショ

ンの基本的な考え方を指針として策定・公表し、より明確なものとして位置付けま

す。これにより、職員の人事異動に対する納得性と、キャリア形成に対する意識の

向上を図り、ジョブローテーションが一層効果的に人材育成につながるよう定着を

図っていきます。 

 

② キャリアプランの作成 

ジョブローテーションで、採用後、いくつかの仕事を経験した職員は、自分の適

性や志向を把握することができます。これを踏まえ、市職員として、どのような人

材として、どのような分野で活躍したいのか、そして、どのように組織に貢献して

いきたいのか、自分自身でキャリアプランを考えることとします。これにより、自

己実現の道を開くことができ、主体的に自分を育成する点で大きな効果を発揮しま

す。 

現在、職員適性申告書において、キャリアプランや希望業務を記入できるように

なっており、人事配置においても、本人の希望をなるべく反映できるよう努めてい

ます。また、若手・中堅職員を対象に、キャリアプランの考え方や必要性について

研修を実施しています。今後は、研修後にヒアリングを行うなど、キャリアプラン

の作成を一層推進していきます。そして、職員の自己実現の場と市が期待する能力

形成の場が両立され、職員の成長につながるとともに、職場も活性化するような人

事配置を目指していきます。 
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③ 複線型人事管理の推進 

全職員が、自分のキャリアプランを考え、自身の特性を活かし、能力を開発して

最大限に発揮するとともに、組織の活性化につながる人事配置を目指し、複線型に

よる人事管理5を推進していきます。そこで、①「ゼネラリスト」（幅広い見識を持

つ総合力のある職員）、②「エキスパート」（特定分野で専門的知識と経験を必要と

する職員）、③「スペシャリスト」（土木・建築技師、保健師、保育士など高度な知

識と資格を必要とする職員）のコースを設定します。そして、それぞれのコースに

対応した人事配置・人事異動サイクルや、専門知識や資格を取得するための支援策

を検討していきます。 

また、ますます高度化・多様化する市民ニーズに確実に応えていくためには、幅

広い見識・経験と、高度な専門知識・技能の両方が求められます。すなわち、「ゼネ

ラリスト」、「エキスパート」、「スペシャリスト」の型に固定化することなく、総合

力の上に自分の専門分野をいくつか持つ「ゼネラリスト」、または、幅広い見識と経

験を持つ「エキスパート」、「スペシャリスト」が必要とされています。そこで、こ

うしたスーパー公務員とも呼べるような職員をなるべく多く養成できる人事管理シ

ステムの構築に努めていきます。 

 

④ スペシャリスト養成のための資格取得支援・評価する仕組み 

市の業務において、土木・建築・福祉などの分野では、資格が必須あるいは有効

な業務があります。この分野でのスペシャリストを養成するためには、当該分野に

おける資格取得を支援・評価する仕組みが必要です。資格取得に要した経費を補助、

または評価するような制度の創設を検討していきます。 

 

⑤ ＥＱ（こころの知能指数）の向上 

ＥＱ（＝Emotional Intelligence Quotient）とは、自分自身や相手の感情を理

解して、自分の気持ちをコントロールしながら、相手の気持ちに働きかけることが

できる能力のことです。ビジネス社会で成功している人は、ＥＱが高いと言われて

います。ＥＱは、自分の置かれている状況に応じて変化するものです。現在の自分

の行動特性（行動のクセ）を正確に理解し、目指す姿に向かって自分の行動を変え

る意識的な取組を行うことで、ＥＱを高めることができます。ＥＱ検査を行い、現

在の自分を認識し、具体的な行動改善計画を作成、実践することで、ＥＱの向上を

図っていきます。 

*************************************************************************** 
5  「複線型人事管理」とは、特定の専門的な仕事を極める人材を専門職として処遇するなどして、組織内で職員の多元

的管理を可能にする制度です。対義語として、ライン管理者としてより高いポジションに上がっていくことのみをモデ

ルとした「単線型人事管理」があります。 
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⑥ 特定職場などへの庁内公募、庁内ＦＡ制度 

特定の職場への異動や、プロジェクト・チームへの参加について、庁内公募する

制度は、職員の意欲の向上、能力の有効活用、組織の活性化などの面で効果があり

ます。これまで、平成１３年度に生活活性課、平成１９年度に国際課を新設した際

に行いましたが、今後も機会を捉えて実施していきます。 

また、庁内公募に加え、「あの課に行きたい」という強い想いがある場合は、職員

がＦＡ（フリーエージェント）宣言6できる制度の創設を検討していきます。 

 

⑦ 女性職員の登用と職域の拡大 

男女共同参画社会の実現に向け、女性職員について、個人の能力に応じた管理職

員への積極的な登用と、職域の拡大を進めています。職員の男女構成の状況なども

あり、女性の管理職登用率を直ちに上昇させることは難しい状況ですが、引き続き、

取組を継続していきます。 

 

⑧ 降格希望制度の活用 

降格希望制度は、職員が、本人や家族が病気となることで職責を全うすることが

できなかったり、ポストに対して能力に不安を抱いたりした場合に、職員自身が降

格を申し出る制度です。職員に、仕事上において、極度の無理を強いることなく、

能力を的確に活かす有効な制度です。現在、課長補佐以上の職員を対象に実施して

いますが、係長級以下の職員まで対象範囲を広げることなどを検討していきます。 

 

（３）人材評価  

 

① 目標管理制度の効果的な運用 

目標管理制度は、上司と部下が面談を行い、組織と個人の目標を設定し、目標と

自己コントロールにより、マネジメントサイクル（Ｐ→Ｄ→Ｓ）を回しつつ、職務

を遂行していくものです。本制度のメリットとして、目標達成による成果の向上、

チャレンジ志向の醸成、職員の能力開発、効率的な組織運営などがあります。 

本市では、管理職員を対象に、平成１６年度から試行を継続し、平成２２年度か

ら本施行しています。今後も、より効果的な運用となるよう取り組んでいきます。 

 

 

*************************************************************************** 
6  スポーツ界において、所属チームとの契約を解消し、他チームと自由に契約を結ぶことができる制度を、FA（フリ

ーエージェント）制度と言います。ここでは、異動希望する職員がFA 宣言をし、その職員に関心を持った所属長が面

談し、双方が合意した場合、希望通り異動できるような制度を考えています。 
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② 挑戦的な仕事の遂行や積極的な能力開発に取り組む職員の評価 

与えられた仕事に対する勤務実績を評価するだけではなく、設定した目標に対し、

どれだけチャレンジし、努力し、成果を上げたかという点も評価します。また、自

分の強みは伸ばし、弱みを克服すべく、積極的に能力開発に取り組んだ職員を評価

します。現在、人事評価で「積極性」の項目を設けて評価しているほか、目標管理

制度では、チャレンジングな目標に対して加点主義とする制度としています。今後

も、よりチャレンジ性・積極性を評価していく方法を検討していきます。 

 

③ 新人事評価制度の運用と評価結果のフィードバックによる育成 

本市の人事評価は、職員の処遇に差をつけることが目的ではありません。職員の

仕事ぶりや能力を適正に評価し、明らかになった人材育成ニーズを本人にフィード

バックすることにより、職員のモチベーションを引き出し、能力開発や人材育成を

進めることを主たる目的としています。平成１８年度に新人事評価制度を構築し、

その後、試行と改良を重ね、平成２２年度から本施行しています。今後も、フィー

ドバックによる育成を徹底し、人材育成に資するように取り組んでいきます。 

 

④ 人事評価にリンクした給与制度の適切な運用 

公務員制度改革の一環として行われた給与構造改革への対応として、本市では、

平成２２年度から人事評価の結果を昇給に連結しています。この給与制度を適切に

運用していくには、人事評価が客観的で公平な視点で行われていなければなりませ

ん。評価するのは人間ですので、適正な評価ができるように訓練をする必要があり

ます。現在、係長級に昇格した際に評定者研修を実施していますが、今後も継続、

充実を図り、適切な運用に努めていきます。 

 

⑤ 多面的人事評価導入の検討 

上司が部下を評価する評定制度に加え、例えば、部下が上司を、あるいは同僚が

同僚を評価する多面的人事評価制度の導入について、引き続き、検討していきます。

多面的人事評価は、従来の評価を補い、より客観性の高い評価に役立つ、より良い

仕事の遂行を互いに確認し合う機会を生み出す効果があるものとして、職員アンケ

ートでも実施を望む声がありました。しかし、一方で、経験の浅い部下に正しい評

価ができるのか、仕事の発展より仲間内の融和を偏重する上司の評価が高くなるの

ではないかなどと、デメリットも指摘されています。このようなメリット・デメリ

ットをしっかり洗い出し、どのような手法が適切か、よく検討する必要があります。 

 

 



                              新・豊川市人財育成基本方針 

25 

３ 組織文化の熟成 

 

人材育成を進めるためには、職員研修や人事管理などの手法を充実するだけではな

く、その土台となる組織文化の熟成が欠かせません。前方針に引き続き、次の３つの

観点から取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民主体 市民視点で、市民満足を追求します。 

市民協働 市民と行政がパートナーとして、協働でまちづくりに取り組みます。 

組織づくり 
優れた人材を育成する環境と職場風土を育む、健全な組織を目指しま

す。 

 

 

（１）市民主体  

 

① 接遇満開プロジェクトの推進 

平成１８年度から、職員全体の接遇の底上げを目的に、接遇向上キャンペーンを

実施してきました。平成２３年度からは、接遇満開プロジェクトと改称し、「豊川市

内の接遇№１事業所」を目標に掲げ、ホスピタリティ（おもてなしの心）溢れる確

かな接遇ができる市役所を目指しています。今後も、引き続き、接遇満開プロジェ

クトの内容をリニューアルしながら、市役所全体のホスピタリティ向上を図ってい

きます。 

 

 

 

組織文化の 

熟成 

市民主体 市民協働 組織づくり 



新・豊川市人財育成基本方針                               

26 

② 市民感覚に基づいたコスト意識の徹底 

職員は、常にコストパフォーマンス（費用対効果）を意識し、限られた資源（ヒ

ト、モノ、カネ、時間など）を最大限に活かして、満足度の高い市民サービスを迅

速かつ的確に提供しなければなりません。あらゆる事業を行う際、直接的な経費だ

けでなく、ランニングコストや従事する職員の人件費など、関連する全ての経費を

意識する必要があります。引き続き、職員一人ひとりがコスト意識を徹底して意識

できる仕組みを検討していきます。 

 

③ 市民に信頼される職員の育成 

市民に信頼される職員となるために、公務員としてのモラル（倫理観）を守るこ

とはもちろんのこと、組織と職場のモラール（士気、風紀）を高め、意欲的に仕事

に取り組まなければなりません。今後、市民に一層信頼される職員となるため、公

務員倫理、コンプライアンス（法令遵守）、情報セキュリティポリシー、人権尊重意

識などの徹底を図っていきます。 

 

④ 市民への出前講座の推進 

出前講座は、市民の求めに応じて職員が出向き、仕事の内容などについて直接市

民に説明するものです。理解と協力を求めることを通し、職員の対人能力、プレゼ

ンテーション能力を高め、市民主体の考え方を養成することができます。現在、年

間約 200 回開催し、15,000 人以上の市民が受講していますが、今後も、積極的

に職員を出前講座に派遣していきます。 

 

（２）市民協働  

 

① 協働推進に向けての意識啓発 

多様化する市民ニーズに対し、市民・企業・行政が協働することで、多様な公共

サービスの提供が可能となります。また、市が直接実施していた事業を協働で実施

することで、公共サービスの効率化を図ることも可能です。本市では、様々な協働

事業を実施していますが、より的確に市民ニーズに対応していくため、市民協働の

重要性は一層高まっています。「とよかわ市民協働基本方針」（平成２５年３月策定）

に基づき、協働に関する研修、協働事例発表などを実施し、職員への意識啓発に努

めていきます。 
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② 市民活動・地域活動参加への推進 

職員も仕事を離れれば、一人の市民です。一市民の立場で市民活動や地域活動に

参加したり、行政と協働したりすることで、市民主体の意識を向上したり、行政の

立場では見えなかった課題や、新たな問題解決の手法を発見したりすることができ

ます。今後も機会を捉え、ボランティア休暇の取得や、市民活動・地域活動への参

加を推進していきます。 

 

③ 市民とともに学び合う学習会開催の検討 

市民と職員が同席する機会としては、市が行う住民説明会や、連区が開催する「市

長を囲む懇談会」などがありますが、ざっくばらんに市民と職員とが意見交換し、

学び合うような機会はあまりありません。こうした機会を増やすことができれば、

市民と行政のお互いの立場を分かり合い、協働への意識を高め合うことができます。

このような、市民と職員がともに学び合う学習会の開催について、引き続き、検討

していきます。 

 

（３）組織づくり  

 

① 職員が意欲的に仕事に取り組める職場環境の整備 

職員の仕事への意欲は、自己実現への要望と重なった時に大きく高まります。こ

うした要望を汲み取り、上司がサポートしていくためには、日常的なコミュニケー

ションが重要です。管理職員には、研修などの機会を捉えて、その重要性の理解促

進に努めていきます。 

また、オフサイトミーティング7の実施を検討するなど、職場におけるコミュニケ

ーションの一層の活性化を図っていきます。 

 

② 組織目標、行政情報の共有化 

組織目標は、組織の職員全員に行き渡っていなければならないものです。また、

その目標の背景にある行政情報も行き渡っている必要があります。組織目標や行政

情報が共有されていないと、職員は単に仕事をやらされていると感じるだけで、士

気が上がりません。 

本市では、目標管理制度を実施していますので、「組織目標設定シート」を管理職

員だけでなく、庁内ＬＡＮを活用して所属職員全員が見ることができるようにする

*************************************************************************** 
7  「オフ」は「離れる」、「サイト」は「立場や地位」を意味します。オフサイトミーティングとは、業務上の立場や肩

書きを離れ、自由にものが言えるざっくばらんな雰囲気の中で、気楽にまじめな話をする場を設けることです。 
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など、共有化に努めています。また、課や係内でミーティングを定期的に行うなど、

関係する行政情報の共有化も図っていきます。 

 

③ 職員の役割・責任の明確化と気働き 

各職場の職員が協力し合いながら、業務遂行していくうえで、各職員の役割や責

任が明らかになっていると、より効率的に業務を進めることができます。目標管理

シートや業績評価シートの作成時には、業務の主担当・副担当などの立場、上司と

部下の役割分担を明確にする必要があります。 

一方で、主担当を決めず、課や係全員で協力し合って行うような業務もあります。

このような業務は、お互いに配慮し合い、気働き8をもって取り組む姿勢が求められ

ます。 

 

④ 業務改善の推進 

行政経営改革や少数精鋭化を進めていくには、仕事のやり方をできるだけ効率的

に進めていかなければなりません。職員一人ひとりが、常に業務改善を意識しなが

ら、仕事に取り組む必要があります。現在、人事評価に「業務改善」の項目を設け

たり、目標管理シートや業績評価シートで必ず業務改善の内容を含むこととする制

度としたりするなど、業務改善の意識付けに取り組んでいますが、さらに意識の向

上につながるよう、啓発に努めていきます。また、現行の事務改善制度は、ここ数

年活用されていないため、制度を見直す必要があります。そこで、業務改善の意識

高揚と改善を推進するため、「市役所カイゼン運動」を実施していきます。 

 

⑤ 自学を推進する学習的職場風土の醸成 

職場の雰囲気は、職員の育成に大きな影響を及ぼします。職員同士で学習会を開

催するなど協力し合って能力の向上に努めていくような、自学（公募の研修参加な

ども含む。）を推進する学習的職場風土の醸成が重要です。そのためには、管理職員

が、こうした学習的職場風土づくりに率先して取り組むことが必要です。また、職

員一人ひとりが、相互啓発的な雰囲気を作り上げるよう意識する必要があります。 

 

 

 

 

*************************************************************************** 
8  その場に応じて、よく気が利くこと。機転。担当の枠を超え、ニッチ（すき間）を埋め、想像力を働かせて、積極的

にチーム貢献する気遣いのことを言います。 
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⑥ ワーク・ライフ・バランスの推進 

特定事業主行動計画や子育て応援マニュアルを作成し、仕事と子育て・介護の両

立支援制度の周知、時間外勤務の縮減、休暇の取得促進などに取り組んでいます。

行動計画に掲げた目標の達成に向け、今後、研修や先進事例の紹介などにより、一

層の啓発を図り、職場全体で職員全員のワーク・ライフ・バランスを推進していき

ます。 

 

⑦ メンタルヘルスの推進 

職員が心身ともに健康で働ける環境をつくることが、仕事を遂行するうえでも、

人材育成の面でも前提となる重要なものです。現在、メンタルヘルスについては、

全職員に啓発冊子の配布、時間外勤務の多い職員のチェックリスト実施などにより

予防に努める一方、「心の健康問題で長期休業した職員の職場復帰支援について」（平

成２０年９月）を作成し、休業に至ってしまった職員のケアや、復職時のプロセス・

留意事項などについて対策を講じています。今後も、セルフケアや、部下・同僚が

メンタル不調になった時の対応など、研修を充実させ、メンタルヘルスを一層推進

していきます。 

 

⑧ ハラスメントの防止 

セクシュアルハラスメントについては、「職場におけるセクシュアルハラスメント

の防止に関する基本方針」（平成１３年４月一部改正）などに基づき、引き続き、防

止及び排除について遵守徹底を図っていきます。 

パワーハラスメントについては、「職場におけるパワーハラスメントの防止に関す

る基本方針」（平成２４年１０月策定）に基づき、市をあげて再発防止に取り組んで

いるところです。平成２４年度は、管理職員を対象に研修を実施しましたが、今後

は、対象者を広げるなど研修の拡充を図るとともに、必要に応じて同基本方針の改

正を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新・豊川市人財育成基本方針                               

30 

Ⅴ 「新・豊川市人財育成基本方針」を具体化するために 

 

基本方針を具体化するためには、部課にとらわれず、“オール豊川”の精神で、職員、

管理職員、人事部門が、それぞれの立場と役割を自覚して取り組んでいくことが必要不

可欠です。 

 

１ 職員の役割 

 

人材育成を効果的に進めていくためには、職員一人ひとりが上司から強制されるので

はなく、自学の精神で意欲を持って学び、自身の能力や適性を把握しキャリアプランを

考えながら成長していくことが必要です。また、心身の健康などの自己管理に努めると

ともに、日常から自学に励み職員同士が互いに高めあえるような職場環境づくりが求め

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 管理職員の役割 

 

各職場における人材育成を推進していくうえで中心的な役割を担うのは、各職場の管

理職員です。管理職員には、組織を束ね、職員の力を結集させて組織目標を達成する、

そのために仕事を通して職員を指導するという役割があります。また、職員の健康管理

に注意を払い、職員が能力を十分に発揮できる職場環境づくりに努めることも求められ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 自身のキャリアプランを考え、積極的に自学に励み、キャリアアップを図る。

◆ 心身の健康など自己管理に努める。 

◆ 職員相互に刺激し合い、高め合う。 

◆ 率先して自学に取り組み、学習的職場風土を醸成する。 

◆ 人材育成は本来業務であると認識し、部下の能力開発とキャリアアップに努 

める。 

◆ 職員の心身の健康管理に注意を払う。 

◆ 職場マネジメント能力の強化に努め、職員が能力を十分発揮できる職場環境 

づくりを行う。 
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３ 人事部門の役割 

 

人事部門は、基本方針に掲げる取組を進め、進行管理をしていきます。そのためには、

研修の充実や適正な人事管理のほか、ＯＪＴや自学に関する情報提供や推進施策を検討

するなど、各職場のＯＪＴや職員一人ひとりの自学の取組が効果的に行われるよう支援

をし、全庁を挙げた人材育成の機運を高めていくことが求められます。また、定期的に

職員アンケートを実施し、必要に応じて基本方針の見直しを行い、社会変化や市民ニー

ズに対応した人材育成システムを再構築していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 基本方針に掲げた取組を進め、進行管理を行う。 

◆ 研修の充実や、適正な人事管理を行う。 

◆ ＯＪＴや自学の取組を支援し、全職場の人材育成の機運を高める。 

◆ 定期的に職員アンケートを実施し、必要に応じて基本方針を見直す。 

 



【“オール豊川”の「人財育成」イメージ図】
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【参考資料】

１－１　あなたの年齢を記入してください。
項目 ～20歳代 30歳代 40歳代 合計
回答数 113 281 278 1133 男 女
割合 10.0% 24.8% 24.5% 100.0% 838 402

回答率 91.4%

３　豊川市に愛着を持ち、市職員であることに誇りを持って仕事をしていますか。

回答数 割合 順位
545 48.5% 1
259 23.1% 2
31 2.8% 5
95 8.5% 4

133 11.8% 3
21 1.9% 6
14 1.2% 7
11 1.0% 8
9 0.8% 9
5 0.4% 10

1123 100.0%

４　担当している業務量について

項目 非常に多い 多い 適当 非常に少ない その他 合計
回答数 98 427 562 1 8 1123
割合 8.7% 38.0% 50.0% 0.1% 0.7% 100.0%

５　あなたは仕事と家庭生活の両立ができていますか。

項目
十分に両
立できてい
る

おおむね
両立できて
いる

両立できな
い時期も
ある

その他 合計

回答数 146 588 318 8 1124
割合 13.0% 52.3% 28.3% 0.7% 100.0%

６　仕事や職場にストレスを感じることがありますか。

項目
体調に不
調を覚える
ほど感じる

いつも感じ
る

ときどき感
じる

全く感じな
い

その他 合計

回答数 44 158 717 22 5 1121
割合 3.9% 14.1% 64.0% 2.0% 0.4% 100.0%

７　現在の仕事に自分の能力が活かされていると思いますか。

項目
十分に活
かされてい
る

おおむね
活かされ
ている

どちらとも
言えない

全く活かさ
れていな
い

その他 合計

回答数 68 616 374 8 3 1121
割合 6.1% 55.0% 33.4% 0.7% 0.3% 100.0%

 あまり感じ
ない

175
15.6%

あまり活か
されていな
い

52
4.6%

少ない
27

2.4%

両立できて
いない

64
5.7%

市に愛着は多少あるが、市職員であることの誇りは持っていない
市に愛着はないが、市職員であることに誇りを持っている
市に愛着はないが、市職員であることの誇りは多少持っている
市に愛着はなく、市職員であることの誇りも持っていない
その他
合計

項　　　　　目
市に愛着があり、市職員であることに誇りを持っている
市に愛着があり、市職員であることの誇りは多少持っている
市に愛着があるが、市職員であることの誇りは持っていない
市に愛着は多少あり、市職員であることに誇りを持っている
市に愛着は多少あり、市職員であることに誇りは多少持っている

人材育成基本方針ブラッシュアップのための職員アンケート取りまとめ結果
（全体）

対象職員（人）
50歳代～ 合計

461
40.7%
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８　市民に満足していただくことを心がけて仕事をしていますか。

項目
心がけて
いる

どちらかと
言えば心
がけている

どちらとも
言えない

心がけて
いない

その他 合計

回答数 682 393 47 0 2 1125
割合 60.6% 34.9% 4.2% 0.0% 0.2% 100.0%

９　現在の仕事にやりがい（充実感、達成感）を感じていますか。

項目
非常に感
じている

感じている
どちらとも
言えない

全く感じて
いない

その他 合計

回答数 125 677 266 8 4 1125
割合 11.1% 60.2% 23.6% 0.7% 0.4% 100.0%

回答数 割合 順位
299 13.7% 4
357 16.4% 3
374 17.2% 2
102 4.7% 7
80 3.7% 9

428 19.6% 1
197 9.0% 6
86 3.9% 8
22 1.0% 10

218 10.0% 5
16 0.7% 11

2179 100.0%

11　今後、どのようにキャリアを積んでいきたいと考えていますか。

項目

幅広い分野
で重要困難
な課題に取
り組みたい

特定の行政
分野で専門
性を磨きた
い

その時々に
興味のある
仕事に就い
ていきたい

まだ分から
ない

その他 合計

回答数 170 324 129 75 32 1120
割合 15.2% 28.9% 11.5% 6.7% 2.9% 100.0%

12－１　将来の昇任について、該当する項目を選んでください。

項目
できる限り
昇任したい

家庭生活と
調和の取れ
る範囲で昇
任したい

昇任には
こだわらな
い

絶対に昇
任したくな
い

その他 合計

回答数 141 377 508 13 18 1123
割合 12.6% 33.6% 45.2% 1.2% 1.6% 100.0%

66
5.9%

その他

合計

仕事の内容よ
りも働きやす
い職場環境で
仕事をしたい

390
34.8%

昇任したく
ない

適正な昇任管理

職場のコミュニケーションの円滑化

職場における仕事の目標、目的の明確化

職務遂行にあたっての担当者の任され方

希望に合う能力開発機会の提供

仕事と生活の調和

10　仕事に対するやりがいを持ち、持続・増進させるために何が必要だと思いますか。
　　二つまで選んでください。

項　　　　　目
希望に合った適切な人事配置

仕事や能力に対する適正評価

適正な業務配分

仕事の成果に応じた報酬

どちらかと
言えば心が
けていない

1
0.1%

ほとんど感
じていない

45
4.0%
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回答数 割合 順位
13 8.7% 4
19 12.8% 3
59 39.6% 1
5 3.4% 7

11 7.4% 5
31 20.8% 2
10 6.7% 6
1 0.7% 8

149 100.0%

13－１　合併後の職員構成について、年々、一体感が増していると思いますか。

項目
順調に増
している

ある程度
は増してい
る

あまり増し
ていない

わからない その他 合計

回答数 140 552 106 270 11 1120
割合 12.5% 49.3% 9.5% 24.1% 1.0% 100.0%

（省略）

回答数 割合 順位
454 13.8% 2
72 2.2% 11

352 10.7% 4
164 5.0% 9
385 11.7% 3
320 9.7% 6
224 6.8% 8
615 18.7% 1
280 8.5% 7
328 10.0% 5
86 2.6% 10
7 0.2% 12

3287 100.0%

その他

合計

困難な状況や不測の事態にも粘り強く柔軟に対応できる

部下の能力や適性に配慮して、適切な事務配分ができる

部下に仕事は任せても、最後は責任を持ってくれる

部下からの相談に誠実に応えている

部下の健康に気を配り、良好な職場環境をつくっている

部下に厳しい場合は、自分にも厳しい

項　　　　　目
部下のやる気の向上に努めている

市民への情報発信に積極的で、職場外のネットワークも広い

対立する意見を調整でき、説得力に優れている

日頃から職務に関する新しい知識や技術の習得に努めている

部下や関係者と連携し、目標達成に向けて取り組んでいる

合計

ほとんど増
していない

41
3.7%

13－２　合併後の職員構成について一体感をさらに増していくために、有効と考える
　　　　方策がありましたら、記載してください。

14　理想の上司像とは、どのようなものですか。三つまで選んでください。

自分の能力に自信がない
給与等の処遇に見合わない
自分の時間を優先したい
仕事と家庭生活が両立できなくなるため
現在の職位のまま特定分野の仕事に取り組みたい
その他

12－２　12-1で「昇任したくない」「絶対に昇任したくない」と答えた方は、該当する理由を
　　　　二つまで選んでください。

項　　　　　目
上位職の職務内容に魅力がない
責任の重い職に就きたくない
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回答数 割合 順位
288 8.8% 7
354 10.8% 3
319 9.7% 5
327 10.0% 4
256 7.8% 8
391 11.9% 2
108 3.3% 11
512 15.6% 1
172 5.2% 10
226 6.9% 9
317 9.7% 6
10 0.3% 12
3 0.1% 13

3283 100.0%

項目
よく浸透し
ている

浸透してい
る

どちらとも
言えない

 全く浸透
していない

その他 合計

回答数 38 590 371 18 7 1121
割合 3.4% 52.6% 33.1% 1.6% 0.6% 100.0%

項目

非常に忙し
いときでも
担当業務に
埋没せず、
よく協力し
合っている

協力し合っ
ている

どちらとも言
えない

協力し合う
ことはない。
個人の仕事
は個人で
やっている

その他 合計

回答数 106 747 203 12 8 1120
割合 9.5% 66.7% 18.1% 1.1% 0.7% 100.0%

項目 よくある ある 普通 全くない その他 合計

回答数 137 572 320 8 13 1114
割合 12.3% 51.3% 28.7% 0.7% 1.2% 100.0%

項目
よく行われ
ている

行われて
いる

普通
全く行わ
れていな
い

その他 合計

回答数 63 453 442 12 8 1113
割合 5.7% 40.7% 39.7% 1.1% 0.7% 100.0%

19　職場では、事務事業の改善や効率化に積極的な取り組みが行われていますか。

あまり行わ
れていない

135
12.1%

44
3.9%

18　職場では、仕事上の課題等について自由に発言したり意見交換をしたりできる雰囲気はあり
ますか。

あまりない

64
5.7%

16 職場において、組織の目標が浸透していますか。

あまり浸透
していない

97
8.7%

17　職場では、職員同士の協力体制が機能していますか。

あまり協力し
合っていな
い

問題意識を持ち、業務改善について提言している

孤立することなく、周囲と協力して業務にあたっている

自分の業務ばかりでなく、職場全体のことも考え貢献している

上司への意見具申を熱心に行っている

その他

合計

上司の指示等を正確に理解し、的確に実行している

与えられた仕事にまじめに取り組み、期限内にやり遂げている

日頃から職務に関する新しい知識や技術の習得に熱心である

同僚や関係者と連携し、目標達成に向けて取り組める

困難な状況や不測の事態にも冷静に対応している

上司への報告・連絡・相談を正確に、そして確実に行っている

15　理想の部下像とは、どのようなものですか。三つまで選んでください。

項　　　　　目
公務員としての自覚を持ち、礼節のある行動をとっている

市民への対応は誠実で、多くの関係者から信頼を得ている
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回答数 割合 順位
109 5.6% 6
622 31.9% 1
183 9.4% 4
50 2.6% 8

129 6.6% 5
588 30.2% 2
205 10.5% 3
55 2.8% 7
8 0.4% 9

1949 100.0%

回答数 割合 順位
149 35.5% 1
71 16.9% 3
42 10.0% 4
29 6.9% 6
98 23.3% 2
30 7.1% 5
1 0.2% 7

420 100.0%

項目
積極的に取
り組んでい
る

ある程度取
り組んでい
る

わずかな取
り組みにと
どまってい
る

全く取り組
めていない

その他 合計

回答数 88 600 258 27 5 1112
割合 7.9% 54.0% 23.2% 2.4% 0.4% 100.0%

回答数 割合 順位
134 23.2% 2
133 23.0% 3
79 13.7% 4
62 10.7% 5

135 23.4% 1
20 3.5% 6
15 2.6% 7

578 100.0%

何に取り組めばいいかわからない
現在の知識・能力で十分であり必要がない
その他
合計

21-2　21－1で「わずかな取り組みにとどまっている」「ほとんど取り組んでいない」
　　　「全く取り組めていない」とした方は、その原因を二つまで記入してください。

項　　　　　目
仕事が多忙で残業が多く、時間が取れない
家事や育児に時間を取られる
趣味を優先したい
経済的に余裕がない

その他
合計

21－１ 自己啓発に取り組んでいますか。

ほとんど取り
組んでいな
い

134
12.1%

多忙で時間が取れない
職場の雰囲気が学習的でない
管理監督者の意識が低く消極的
研修する会場や機材がない
職場研修のノウハウがない
職場研修の必要性がない

教えられる立場として職場研修はあまりない

教えられる立場として職場研修は全くない

その他

合計

20－２　20－１で「あまりない」「全くない」と答えた方にお聞きします。職場研修（ＯＪＴ）が
　　　　行われない原因について、二つまで記入してください。

項　　　　　目

教える立場として職場研修に積極的に取り組んでいる

教える立場として職場研修にある程度取り組んでいる

教える立場として職場研修に取り組むことはあまりない

教える立場として職場研修に取り組むことは全くない

教えられる立場として積極的な職場研修がある

教えられる立場としてある程度の職場研修がある

20－1　職場では、上司や先輩が積極的に職場研修（ＯＪＴ）に取り組んでいますか。
　　　　教える立場、教えられる立場から、該当する項目を二つまで選んでください。

項　　　　　目
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項目
大いに役
立っている

 役立って
いる

どちらとも
言えない

全く役
立っていな
い

その他 合計

回答数 46 574 387 21 30 1104
割合 4.2% 52.0% 35.1% 1.9% 2.7% 100.0%

回答数 割合 順位
253 12.6% 5

221 11.0% 6

365 18.2% 2

426 21.2% 1

274 13.7% 4

178 8.9% 7

275 13.7% 3
15 0.7% 8

2007 100.0%

項目
おおむね
適切であ
る

どちらかと
いえば適
切である

どちらとも
言えない

適切でな
い

その他 合計

回答数 148 300 506 45 17 1111
割合 13.3% 27.0% 45.5% 4.1% 1.5% 100.0%

項目

職員からの
適性申告を
最大限に尊
重すべき

職員の適性
を考慮して
配置すべき

多様な経験
を積ませる
よう配置す
べき

特に言うこ
とはない

その他 合計

回答数 126 686 142 103 15 1111
割合 11.3% 61.7% 12.8% 9.3% 1.4% 100.0%

項目
反映するこ
とが適切

どちらかと
言えば反映
することが
適切

どちらとも言
えない

反映させる
ことは不適
切

その他 合計

回答数 167 404 443 36 20 1113
割合 15.0% 36.3% 39.8% 3.2% 1.8% 100.0%3.9%

動機付けを
重視するべ
き

39
3.5%

26　本市では、平成23年度から、人事評価結果を給料の昇給管理に反映させることとしました
　　が、そのことについてどう考えますか。

どちらかと言
えば反映さ
せることが不
適切

43

合計

24　現在の人事異動・昇任などの配置管理は適切に行われていると思いますか

あまり適切
でない

95
8.6%

25　職員の配置管理はどうあるべきだと思いますか。

担当する事務事業や日常業務に即した知識等を習得する
外部の専門家から、日頃の仕事を通じては習得できない専門的な知
識、技術等を学ぶ
研修を通じて、さまざまな職層、職種、部門の職員と交流を図る
他の自治体や研修機関等への派遣体験により、多様な視点から意識
改革を図る
刺激、きっかけ、モチベーションの向上

その他

46
4.2%

23　職場外研修（off-JT、職場を離れて行う人事課主催の集合研修、派遣研修）
　　に対してどのようなことを期待していますか。該当する項目を二つまで選んでください。

項　　　　　目
各階層ごとに必要とされる基本的な知識や能力を習得する
問題解決能力やプレゼンテーション能力など、汎用性のある知識や技
術を学ぶ

22　職場外研修（off-JT、職場を離れて行う人事課主催の集合研修、派遣研修）の成果は、
　日常業務の遂行や、能力等の向上に役立っていますか。

あまり役
立っていな
い
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項目
適切な仕組
みである

どちらかと
言えば適切
な仕組みで
ある

どちらとも言
えない

不適切な
仕組みで
ある

その他 合計

回答数 73 387 549 37 13 1112
割合 6.6% 34.8% 49.4% 3.3% 1.2% 100.0%

項目
適切な仕組
みである

どちらかと
言えば適切
な仕組みで
ある

どちらとも言
えない

不適切な
仕組みで
ある

その他 合計

回答数 60 361 513 27 16 1028
割合 5.8% 35.1% 49.9% 2.6% 1.6% 100.0%

（省略）

回答数 割合 順位
281 5.5% 7
288 5.6% 6
136 2.7% 16
277 5.4% 8
549 10.7% 1
261 5.1% 10
461 9.0% 3
367 7.2% 4
126 2.5% 17
471 9.2% 2
207 4.0% 15
253 4.9% 13
258 5.0% 11
363 7.1% 5
208 4.1% 14
262 5.1% 9
86 1.7% 18

256 5.0% 12
8 0.2% 19

5118 100.0%
その他
合計

仕事と家庭生活を両立し、ストレスに負けないこと
職務に対する意欲と熱意があること
地域の課題を考察できること
情報を収集・整理し、課題にかかる将来を予測できること
高い交渉能力があること
市民の安全・安心を守る強い意識を持つこと

社会情勢の変化に的確に対応できる柔軟性を持つこと
現状に妥協せず、常に改善・改革に取り組むこと
失敗を恐れず、新しいことにチャレンジすること
コスト意識と経営感覚を持つこと
市民への高い説明能力があること
サービス業を自覚し、接遇能力の向上を図ること

より高度で専門的な知識を持つこと
学習意欲を持ち積極的に自己啓発に努めること
地方分権を推進し、自立的な行政運営を目指す意識があること
公務員としての高い倫理観を持つこと
住民ニーズを的確に捉え施策を実施すること
積極的に市民と協働し、課題の解決にあたること

どちらかと言
えば不適切
な仕組みで
ある

51
5.0%

29　人事評価制度全般（人事評価、目標管理、業績評価、評価結果の昇給反映等）に
　　ついて、改善策を記入してください。26～28の設問で「どちらかと言えば不適切」
　　「不適切」とされた方は必ず記入してください。

30　今後の地方自治体職員に特に求められるものは何だと思いますか。該当する
　項目を五つまで選んでください。

項　　　　　目

27　現在実施している勤務評定制度（人事評価シート）の仕組みについて、あなたの
　　意見はどのようですか。

どちらかと言
えば不適切
な仕組みで
ある

53
4.8%

28　現在実施している業績を評価する制度（目標管理シート、業績評価シート）の
　　仕組みについて、あなたの意見はどのようですか。
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回答数 割合 順位
356 11.6% 1
145 4.7% 10
308 10.0% 3
60 2.0% 15
17 0.6% 19

155 5.0% 9
142 4.6% 11
50 1.6% 16

160 5.2% 8
44 1.4% 17
92 3.0% 14

294 9.6% 4
196 6.4% 6
42 1.4% 18

261 8.5% 5
121 3.9% 12
107 3.5% 13
188 6.1% 7
323 10.5% 2
13 0.4% 20

3074 100.0%

（省略）

※　職種別に取りまとめたアンケート結果の詳細は、スターオフィス全庁共通キャビネットに
　　掲載しています。

公平で適正な昇任管理
責任・役割に応じた給与水準の設定
努力や成果の給与処遇等への一層の反映
人事評価制度の公平性・透明性の高度化

32　人材育成について、意見や提案があれば記入してください。着眼点は、組織・職場、
　職員配置、昇任管理、人事評価、自己啓発、研修など、人材育成に関係していれば
　自由です。

仕事と生活の調和のための環境づくり
その他
合計

民間企業等への派遣体験
大学や研究機関への派遣
市民との交流促進等による市民本位・市民主体意識の徹底
職場の意識改革
職員の希望、キャリアデザインを考慮した人事異動
職員のキャリアプラン作成の推進

自己啓発の支援
人事課主催の階層別研修
人事課主催の特別研修
研修機関が行う専門研修等への派遣
希望制、選択制研修の充実
国、県、他の自治体等への長期派遣

31　職員の意識改革　今後の人材育成において、どのような取り組みに力を入れる
　　べきだと思いますか。該当する項目を三つまで選んでください。

項　　　　　目
職員の意識改革
職場研修（ＯＪＴ）の推進
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人材育成に取り組んでるだリン☆ 
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                         は じ め に                        

   

 

 

現在、地方自治体を取り巻く環境は、依然としてめまぐるしく変化し、行政需要はま

すます多様化、高度化、複雑化していることから、地方自治体が自らの判断と責任によ

り、地域の実情に沿った行政を展開していくことが期待されています。 

本市においても、厳しい財政状況の中、多くの課題を抱えており、安定した行政運営

ができなくなる恐れがあります。 

これらの環境変化にしっかりと対応し、より魅力的で活気のある豊川市を作り上げて

いくことのできる人材の育成が、引き続き、今後の大きな課題となっています。 

このような中、本市では、平成２５年３月に策定した「新・豊川市人財育成基本方針

 ～人材育成基本方針ブラッシュアップ～ 」に基づき、強みは伸ばし、弱みは克服し、

職員の少数精鋭化を推進していきます。 

職員研修も、この方針に沿ったものを積極的に推進していきますが、研修受講にあた

っては、本人の意欲こそが最も重要となります。受講する職員一人ひとりに自覚とやる

気があり、モチベーション高く研修に臨めば、その研修の効果は非常に大きなものとな

ります。公募による研修科目も数多く用意していますので、自ら学ぶ職員として、講師

任せではなく、皆で一緒に有意義な研修を作り上げるくらいの気持ちで研修に参加して

いただくことを期待しています。 

また、所属長におかれましては、職員が研修を受講しやすい環境づくりや研修内容を

踏まえた職員への動機付け等、職員が意欲を持って前向きに研修に参加ができるような

働きかけを心がけてください。 

この研修概要は、平成２９年度の職員研修の計画、平成２８年度に実施した職員研修

の実績及びその他の研修受講案内をまとめたものです。職員の皆さんに研修の目的や内

容を理解していただけるように作成しました。 

職員研修が効果的に人材育成に結びつくよう、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

 平成２９年４月 

 

                           企画部人事課長 
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研 修 の 心 得 

 

 
 

  所属長へのお願い 

 

 

（１）所属職員の受講が決定しましたら、当該職員の仕事等について調整を行い、

その職員が研修に専念できるようにご協力をお願いいたします。 

（２）受講前に研修の目的や所属長としての期待などを伝え、意欲を持って研修に

参加するように指導してください。 

（３）受講後は、研修の具体的な内容や得た知識、効果等について話し合う機会を

持ち、その成果をどのように職場で活かしていくか等、助言をしてください。 

（４）特に外部へ派遣した研修については、職場内で研修成果報告会を設けるなど、

得た知識や情報が研修に参加した職員のものだけに終わらせないように、成果

の浸透と活用に努めてください。 

（５）「人材育成は職務である」ことを十分に認識し、大局的かつ長期的な視点か

ら職員の能力開発に取り組むようにお願いいたします。 

 
 

  研修受講者へ 

 

 

（１）研修受講者は、仕事の調整や事務引継ぎを円滑に行い、健康管理に留意し、

ベストの状態で研修に臨んでください。 

（２）研修の目的、内容等を事前に把握し、「研修で何を得るか」など目的を持って

研修に参加してください。 

（３）研修会場へは余裕をもって到着するよう早めに職場を出てください。研修開

始５分前には着席願います。 

（４）緊急時を除いて研修中の電話取り次ぎはできません。あらかじめ御了承願い

ます。 

（５）受講後は、研修の成果を職場で活かすよう最大限努力してください。 

 

職員が意欲をもって研修に参加し、又、職場では職員が学びやすい環境づくり 

を進めていただくため、この「研修の心得」を研修通知に添付しています。 
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① Customer Satisfaction 

お客様（＝市民）目線で、お客様満足度の最大化を図る職員 

② Career Up 

自分自身や部下のキャリアアップに関心を持ち、自学する職員 

③ City Sales Person 

豊川市の魅力をアップし、戦略的に発信することのできる職員 

１ 基本方針 

 

地方自治体を取り巻く社会経済情勢は、急激に変化しています。市民ニーズもま

すます高度化・多様化し、以前にも増して地域に密着した行政運営が求められてい

ます。限られた予算や人員のなかで、これに対応するためには、職員一人ひとりの

資質を向上させていかなければなりません。 

地方公務員法には、地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針とな

るべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めることとされており、地方公共

団体の研修基本方針の作成が法律上明確に規定され、計画的な人材の育成が義務づ

けられています。 

本市においては、「新・豊川市人財育成基本方針 ～人材育成基本方針ブラッシ

ュアップ～ 」に基づき、「充実した職員研修」、「適正な人事管理」、「組織文化

の熟成」の３本の柱により、人材育成システムを充実、展開していきます。 

また、以下のとおり、求められる職員像“３Ｃ”を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「新・豊川市人財育成基本方針 ～人材育成基本方針ブラッシュアップ～ 」

で定める【求められる職員像“３Ｃ”】の達成に向けて、一層、積極的な研修事業を

実施していきます。 

 

 

 

求められる職員像“３Ｃ” 
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２ 平成２９年度 研修体系 

 

 

 

受身ではなく、自ら学び、育つという意識を持ち、自己目標の実現

に向け、必要な能力の習得に積極的に取り組むこと。 

 

 

・庁内オープンカレッジ 

・スペシャリスト養成推進費補助 

・英語学習教材の提供 

 

 

 

上司や先輩職員が、職場内で業務を通じて、部下や後輩職員を育成

すること。 

 ・ＯＪＴマニュアルなどを活用した各所属における実践 

 

 

 

 

業務を離れ、職場外の会場で集合的な研修を受けること（人事課主

催の階層別研修や特別研修）。また、国・県や各種教育機関（自治

大学校、市町村アカデミー等）などへの派遣研修に参加すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

階層別研修 ・新規採用職員研修 

・新規採用職員実地体験研修 

・３Ｃ研修 

・一般職員研修【前期・中期・後期（休講）】 

・主任研修 

・新任係長研修 

・人事評価制度研修 

・係長研修Ⅱ 

・係長研修Ⅲ（豊橋市と共催） 

・職場研修指導者養成研修【基礎編・実践編（休講）】 

・目標管理研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別研修 ・ＥＱ向上セミナー 

・政策実現調査・研究活動支援制度 

・新人サポーターズ養成研修 

・接遇実地診断研修 

・年替りスキルアップ研修 

・年替りスキルアップ研修（接遇編） 

・ホピタリティ向上講演会 

・ひと・まちパワーアップセミナー 

・東三河広域連合研修 

・技術職員研修 

・女性職員キャリアセミナー 

・交通安全研修 

・臨時職員等おもてなし力向上セミナー（休講） 

 

 

 

 

派遣研修 ・公的機関への派遣（国・愛知県） 

・民間派遣研修【ＮＥＷ！】 

・自治大学校第２部 

・市町村アカデミー 

・全国市町村国際文化研修所 

・各種教育機関派遣 

 

Ｏｆｆ－ＪＴ 

Ｏ Ｊ Ｔ 

自 学 



階層 階層別研修 派遣研修 自学

部・次長級 　　

課長級 目標管理研修（人材育成）

課長補佐級

目標管理研修（人材育成）
職場研修指導者養成研修（基礎編）
職場研修指導者養成研修（実践編）：休講
（ＯＪＴ指導者養成）

係長研修Ⅲ
（マネジメント能力向上）
※豊橋市と共催

係長研修Ⅱ
 （政策形成研修）

新任係長研修
　（ＪＳＴ基本コース）

人事評価制度研修

主任 主任研修（キャリアデザイン）

一般職員後期研修：休講

一般職員中期研修

一般職員前期研修
３Ｃ研修

１級
新規採用職員実地体験研修
新規採用職員研修

臨時職員
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平成２９年度研修体系

特別研修

係長級

・政策実現調査・研究活動支援制度

・新人サポーターズ養成研修

・年替りスキルアップ研修

・年替りスキルアップ研修（接遇編）

愛知県市町村振興協会研修センター

（階層別研修）

・部長研修

・課長研修

・課長補佐研修

（専門・特別研修）

・地方自治法研修

・地方公務員法研修

・民法研修（財産法・家族法）

・行政法基礎研修

・法制執務研修（実務）

・政策法務研修

・政策形成のための情報分析研修

・政策立案研修

・地方税研修（民税・土地・家屋・徴収）

・税外債権徴収事務研修

・財政担当初任者実務研修

・複式簿記研修（基礎・実務）

・新地方公会計制度による財務書類作成研修

・広報研修（広報紙作り・チラシ作り）

・研修企画担当者研修

・採用面接研修

・プレゼンテーション研修

・カウンセリングマインド研修

・折衝力・交渉力向上研修

・ファシリテーション研修

・クレーム対応研修

・コーチング研修

・業務効率化研修

・問題解決能力向上研修

・アサーティブ・コミュニケーション研修

・ＪＳＴ基本コース指導者養成研修

・講師力向上研修

（セミナー）

・オープンセミナー

・特別セミナー

・公的機関への派遣（国、

県）

・市町村アカデミー

・全国市町村国際文化研修

所

・各種研修機関

自治大学校第２部

東三河広域連合研

ＥＱ向上セミナー

２級

３級

・接遇実地診断研修

・ホスピタリティ向上講演会

・ひと・まちパワーアップセミナー

・技術職員研修

・女性職員キャリアセミナー

・交通安全研修

・スペシャリスト養成推進費補助

・庁内オープンカレッジ

臨時職員等おもてなし力向上セミナー：休講

・民間派遣研修
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３ 平成２９年度 研修計画 

 

（１） 階層別研修 

① 新規採用職員研修 

新規採用職員として必要な基礎的知識を習得させ、地方公務員としての心構え及

び職場への適応力を養成する。 

 

② 新規採用職員実地体験研修 

税、福祉、衛生、看護などの実地体験を通して、市職員としての自覚をさらに深

める。また、複数の現場を体験することにより、自身の今後のキャリア形成にも役

立てる。 

 

③ ３Ｃ研修 

求められる職員像“３Ｃ”（Customer Satisfaction/Career Up/City Sales Person）

を目指し、おもてなしの心の醸成、自身のキャリアデザインを考える力、豊川市の

魅力を発信する力を養成する。 

 

④  一般職員前期研修 

職員として果たす役割の重要性を認識させるとともに、担当職務を的確に執行す

るために必要な知識・技能を養成する。 

 

⑤ 一般職員中期研修    

中堅職員として職務遂行に必要な法律の知識を深めるとともに、ＣＳ(Customer 

Satisfaction＝顧客満足)の感覚を養い、自らのキャリアデザインについて考える力

を養う。また、各種事業において協働することとなるＮＰＯについての理解を深め

る。 

 

⑥ 一般職員後期研修   ※休講 

組織の中核となっている職員としてその役割を認識させ、問題解決能力・創造性

をさらに高めるとともに、政策形成能力の養成を図る。 

 

⑦ 主任研修 

主任として求められる能力、期待される責任・役割を理解し、自分自身のキャリ

ア形成について思考するとともに、後輩職員のキャリア開発へと展開できる指導・

育成能力の向上を図る。 

 

⑧ 新任係長研修 

係長として職務を遂行するために必要な管理・監督上の原理原則に関する知識を

習得させ、部下を指導する能力を養うとともに、実際の職場に活用し、公務能率の

向上を図る。 
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⑨ 人事評価制度研修 

人事評価制度のねらいと位置づけを確認し、評価者として求められる知識、技法

を習得するとともに、係長としての資質の向上を図る。 

 

⑩ 係長研修Ⅱ 

係長としての役割の認識を深めるとともに、職場の課題解決の手法について理解

を深め、グループによる事例研究や企画書作成を通して、政策形成能力の向上を図

る。 

 

⑪ 係長研修Ⅲ（豊橋市との共催） 

係長としての役割を再認識し、仕事の管理や部下の育成等に関する基本的原則を

実践的な事例を通して習得し、係長職としての自覚を促す。併せて、豊橋市との共

催により、職員相互の情報交換等を行い、行政視野の拡大を図る。 

 

⑫ 職場研修指導者養成研修（基礎編）    

管理者としての役割を認識するとともに、各所属における職場研修（ＯＪＴ）指

導者としての手法及び能力の向上を図る。 

 

⑬ 職場研修指導者養成研修（実践編）   ※休講 

活性化した職場集団の形成に不可欠なモチベーション、マネージメントの基礎理

論、行動指針を学ぶとともに、各所属の抱える事例を用いたケーススタディを通じ

て、より実践的なＯＪＴスキルを身につける。 

 

⑭ 目標管理研修 

管理者としての役割を認識し、目標管理の理解を図るとともに目標設定面談の手

順・手法を身につけた人材育成能力を養成する。 

 

（２）特別研修 

① ＥＱ向上セミナー 

ＥＱ（こころの知能指数）の概論と自分の特性を認識し、目指す姿に向かって自

分の行動を変える意識的な取組を行うことで、ＥＱを高める。 

 

※ ＥＱ＝Emotional Intelligence Quotient（こころの知能指数。感情） 

自分自身や相手の感情を理解し、自分の気持ちをコントロールしながら、相手

の気持ちに働きかけることができる能力のこと。ビジネス社会で成功している人

はＥＱが高く、ＥＱの向上は人材育成に有効であると注目されている。 
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② 政策実現調査・研究活動支援制度 

本市の総合計画に掲げる目標、目標管理制度における各部又は部門の「組織目標

設定シート」に掲げる組織目標、その他組織の課題解決について調査研究を行い、

職員の知識向上と視野の拡大を図るとともに、得た知識を本市の政策の推進に役立

てる。 

 

③ 新人サポーターズ養成研修 

新規採用職員の指導者となる先輩職員（上司とは異なる、階層の近い職員）に対

し、サポーターとして必要となる知識や技能の習得を図ることにより、新規採用職

員の早期の知識習得及び職場への順応を促す。 

 

④ 接遇実地診断研修 

  接遇の意義、優れた接遇のあるべき姿等を再認識するとともに、職場における接

遇指導スキルを習得する。また、接遇実地診断により、各職場における接遇応対力

の現状と問題点を明らかにし、職場全体の自発的な意識改革を図る。 

 

⑤ 年替りスキルアップ研修 

年替りで様々な内容の研修を実施することにより、住民ニーズの複雑・多様化が

進む現代において、職員に求められる能力・スキルを重点的・効果的に習得する。 

 

⑥ 年替りスキルアップ研修（接遇編） 

「豊川市内の接遇№１事業所」を目指すため、年替りで接遇に関する研修を実施

することにより、住民ニーズの複雑・多様化が進む現代において、職員に求められ

る能力・スキルを重点的・効果的に習得する。 

 

⑦ ホスピタリティ向上講演会 

民間有識者等から「おもてなしの心」、接遇についての心構えなど、接遇に関する

知識・スキルが最大限発揮されるために必要となる対応者の「心の有り様」を学び、

更なる接遇の向上を図る。 

 

⑧ ひと・まちパワーアップセミナー 

社会情勢の急激な変化などに伴う、自治体が直面しているひとづくり（人材育成）

及びまちづくり（地域資源の活用）の課題について、先進事例、専門的な見地、最新

の情報などを学び、市の更なる発展に必要な創造性、幅広い視野及び課題処理能力

を養成する。 

 

⑨ 東三河広域連合研修 

近隣自治体の職員と森林作業体験やグループワークを行うことで、広域の視点を

持って考えることの大切さを理解する。また、職員の相互交流を通じ、連携を強化

することにより、広域行政の質的向上、一体的促進を図る。 
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 ⑩ 技術職員研修 

技術職員として必要な専門的知識を習得し、職員の資質の向上を図る。 

 

 ⑪ 女性職員キャリアセミナー 

現在、管理職として活躍している先輩女性職員の経験などを聞き、また、女性職 

員同士で意識を共有することで、女性職員一人ひとりが自分らしい働き方に気づく 

機会とする。 

 

⑫ 交通安全研修 

職員の交通安全意識の高揚と交通マナーの向上を図る。 

  

⑬ 臨時職員等おもてなし力向上セミナー   ※休講 

   窓口業務等において役割が増している嘱託員・臨時職員の接遇能力の向上を図る。 

 

（３）派遣研修 

① 公的機関等への派遣 

職務を遂行するために必要な専門的能力の向上を図るとともに、国・県・他の自

治体職員との交流、相互啓発を通じて、職員の資質の向上を図る。 

 

 ② 民間派遣研修「早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会」【ＮＥＷ！】 

   民間企業の経営者等が運営に携わる本部会において、本市が抱える現実の課題を

見極め、どう対処するかを実践的に研究することにより、地域の持つ可能性を発見

し、従来の枠にとらわれない発想でそれらを強力に活かしていくことのできる、組

織に変革をもたらす人材の育成を図る。 

    

③ その他の派遣 

職務を遂行するために必要な専門的能力の育成、向上を図るとともに、職務に関

する情報収集の場とする。 
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４ 平成２９年度 研修実施計画（予定） 

 

（１） 階層別研修 

研 修 名 対象者 人員 研 修 内 容 実施時期 

新規採用職員研修 29.4.1 
採用者 

104 豊川市のすがた、障害者福祉の
話、講話、人事・給与の話、人
権の話、執務態度と接遇、チー
ムワークゲーム、信頼される公
務員となるために、財務会計の
話、先輩職員を囲んで、グルー
プワーク、男女共同参画の話、
文書事務の話、情報セキュリテ
ィ研修 

4/4 
(全職種) 
4/5・6 
(事務職・技術職・ 

 保健師・消防職) 
4/12・13 
(事務職・技術職・ 

 保健師) 
(５日) 
 

新規採用職員実地体験研修 29.4.1 
採用者 
(事務職・技

術職・ 保健

師) 
 

28 福祉体験、看護体験、ごみ収集
体験、税徴収体験、実地体験発
表会 

5 月～10 月 
(５日) 
 

３Ｃ研修 ①在職３年 
②在職２年 
③在職２年 
 

①26 
②28 
③28 

①Customer Satisfaction 研修 
②Career Up 研修 
③City Sales Person 研修 

①5/29 
②5 月～3月(5 日) 
③5 月～3月 

(0.5 日～2日) 

一般職員前期研修 在職３年 
～４年の 
職員 
 

26 文書事務・法制執務、地方公務
員法、障害者理解促進・実践研
修 

11/9・15・12/13 
(３日) 
 

一般職員中期研修 在職５年 
～７年の 
職員 
 

25 ＣＳ型自治体の形成、地方自治
法、キャリアデザイン研修、Ｎ
ＰＯ見学バスツアー 

11/2・8・16・12/14 
(４日) 

一般職員後期研修 在職８年 
～14 年の 
職員 
 

― （休講） ― 

主任研修 主任 25 次世代リーダーのためのキャ
リアデザイン 
 

5/19 
(１日) 

新任係長研修 新任係長 35 講話、パワハラ防止研修、公務
員倫理、ＪＳＴ(人事院式監督
者研修) 

①6/6・13～15 
②6/6・20～22 
(各１泊３.５日) 
 

人事評価制度研修 新任係長 35 講義、事例研究、実習、 
意見交換 
 

5/11・12 
(２日) 

係長研修Ⅱ 係長 
(昇格 
 ２年目)  

30 講義、グル－プワーク、現状の
調査・分析、政策目標の設定、
政策案の策定 

11/30・12/1 
(２日) 
 

係長研修Ⅲ 
※豊橋市と共催 

係長 
(係長研 
 修Ⅱ受講 
 後) 
 

10 リーダーシップ 
 

①5/16・17 
②5/18・19 
③5/23・24 
(各２日) 
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職場研修指導者養成研修 
（基礎編） 

課長補佐 
(昇格１・ 
２年目) 
 

30 各所属にて職場研修（ＯＪＴ）
を推進するための指導者養成 

①5/9・10 
②5/11・12 

職場研修指導者養成研修 
（実践編） 

課長補佐 
（昇格２・ 
３年目） 
 

― （休講） ― 

目標管理研修 ①新 任 課 長 
②新 任 補 佐 

①15 
②15 

目標による管理制度実施のた
めの研修 

①4/18 
②4/25 
(各１日) 
 

 

（２） 特別研修 

研 修 名 対象者 人員 研 修 内 容 実施時期 

ＥＱ向上セミナー 新任補佐及
び係長級全
員 
 

130 ＥＱ検査結果の見方、活用、講
演など 

9/7・8 
(各 0.5 日) 
 

政策実現調査・研究活動支
援制度 

全職員 
 (公募) 
 

20 政策実現調査研究、 
成果報告 

6 月～3月 

新人サポーターズ養成研修 管理職、 
係長級、 
ｻﾎﾟｰﾀｰ 
 

60 講義、意見交換など 4/20・7/3・11/1 
(1.5 日) 

接遇実地診断研修 該当所属 12 講義、事例研究、実習 
実地診断、事後研修 

未定 
(2 日) 
 

年替りスキルアップ研修 
（２テーマ実施予定） 

全職員 
 (公募) 
 

各 25 講義、グループワークなど 未定 
(各１日) 

年替りスキルアップ研修 
（接遇編） 

全職員 
 (公募) 
 

25 講義、グループワークなど 未定 
(2 日) 

ホスピタリティ向上講演会 全職員 
 (公募) 
 

100 講演 未定 
(0.5 日) 

ひと・まちパワーアップ 
セミナー 

全職員 
 (公募) 
 

100 講演 未定 
(0.5 日) 

東三河広域連合研修 
①森林作業体験 
②広域政策企画能力向上 

在職2年～
10 年程度
の職員 
 (公募) 
 

未定 ①森林作業体験、講話、グルー
プワーク 
②講話、グループワーク 

未定 
①(１泊２日) 
②(2 日) 

技術職員研修 技術職員 
（公募） 
 

50 講義、現地視察など 未定 
(１日) 

交通安全研修 全職員 80 講習、ビデオ上映など 12 月 
(0.5 日) 
 

臨時職員等おもてなし力
向上セミナー 

臨時職員、
嘱託職員 

― （休講） ― 
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（３） 派遣研修 

派 遣 先 研修内容 

国土交通省 
 
 

実務研修（中部地方整備局） 

愛知県 
 
 

実務研修（総務部市町村課、建設部都市整備課） 

民間派遣研修 
 
 

早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会 

自治大学校 
 
 

第２部 

市町村アカデミー、 
全国市町村国際文化研修
所 

公募 
 

愛知県市町村振興協会 
研修センター 

部長研修、課長研修、課長補佐研修、地方自治法研修、地方公務員法研修、 
民法研修（財産法・家族法）、行政法基礎研修、法制執務研修（実務）、 
政策法務研修、政策形成のための情報分析研修、政策立案研修、 
地方税研修（民税・土地・家屋・徴収）、税外債権徴収事務研修、 
財政担当初任者実務研修、複式簿記研修（基礎・実務）、 
新地方公会計制度による財務書類作成研修、 
広報研修（広報紙作り・チラシ作り）、研修企画担当者研修、採用面接研修、
プレゼンテーション研修、カウンセリングマインド研修、 
折衝力・交渉力向上研修、ファシリテーション研修、クレーム対応研修、
コーチング研修、業務効率化研修、問題解決能力向上研修、 
アサーティブ・コミュニケーション研修、 
ＪＳＴ基本コース指導者養成研修、接遇研修指導者養成研修、 
講師力向上研修、オープンセミナー、特別セミナー 
 

その他 (社)日本経営協会、愛知県都市整備協会、国土交通大学校、（一社）豊川青
年会議所参加研修、豊川商工会議所青年部参加研修など 
 

 



平成29年度　豊川市職員研修　年間計画表（予定） ※日程は変更する可能性もあります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

4 　
目管
(課長)

サポ
ータ
ー①

目管
(補佐)

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

5

主任

看護
３Ｃ
(ＣＳ）

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

6
新任
係長
（合同）

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

7

サポ

ータ

ー

②

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

8

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

9
EQセミ
ナー

新任係長（１）
②③④

新任係長（２）
②③④

1
3

新採①②③ 新採④⑤

ＯＪＴ（基礎）
（１）

おいでん祭

係長Ⅲ（３）係長Ⅲ（１）

福祉

ごみ

③ごみ①②

係長Ⅲ（２）

人事評価

制度

ＯＪＴ（基礎）

（２）



平成29年度　豊川市職員研修　年間計画表（予定） ※日程は変更する可能性もあります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

10

新採

実地

体験

発表会

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

11
サポ
ータ
ー③

一般
中期
①

一般
中期
②

一般
前期
①

一般
前期
②

一般
中期
③

係長
Ⅱ
①

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

12
係長
Ⅱ
②

一般
前期
③

一般
中期
④

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

1

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

2

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

3

1
4
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平成２８年度 研修実績 

 

研  修  名 期   間 日数等 受講者数 

内  容（（）内は外部講師） 

 

階層別研修 

 

新規採用職員研修 4/4・5・6・7・8 1 泊 5 日 88 

 

講話／豊川市のすがた／信頼される公務員となるために／執務態度と接遇／ 

人事・給与の話／人権の話／障害者福祉の話／チームワークゲーム／財務会計 

の話／先輩職員を囲んで／グループワーク／文書事務の話／男女共同参画の話／ 

情報セキュリティ研修 

 

新規採用職員実地体験研修 

 

5/23・6/8・9・7/4・5・ 

7/ 7・8/31・9/1～16・10/7 

5 28 

 

看護体験／福祉体験／ごみ収集体験／収納業務体験／実地体験発表会 

 

一般職員前期研修 

 

5/16・11/18・21・12/13 4 18 

 

文書事務／法制執務／地方公務員法／接遇研修（株式会社さくらコミュニケーショ

ンズ代表取締役 古川智子）／障害者理解促進・実践研修 

 

一般職員中期研修 

 

11/2・17・25・12/14 4 22 

 

キャリアデザイン研修(一般社団法人日本経営協会 講師 樋口貴子)／ＣＳ型自治

体の形成（株式会社ビジネススクールＭＢＡ社主 吉筋知之）／ＮＰＯ見学バスツア

ー／地方自治法 

 

一般職員後期研修 

 

11/1・24・12/15 3 15 

講話／総合計画の話／防災の話／行政法／問題解決能力養成研修 

（株式会社ビジネススクールＭＢＡ社主 吉筋知之） 
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３Ｃ研修 

 

5 月～3 月 

 

5 63 

①ＣＳ研修 

（Ｃustomer Satisfaction 研修）おもてなＣ広め隊隊員として、接遇に関する取組

を立案・実践し、おもてなしの心の醸成を図る 

②キャリアアップ研修 

（Ｃareer Up 研修）庁内インターンシップを実施し、配属されている部署以外の部

署の業務を知るとともに、自身のキャリアプランを考える機会とする 

③シティセールスパーソン研修 

（Ｃity Sales Person 研修） 

産業部商工観光課の事業に参加し事業の魅力を戦略的に発信する手法等を体験する

ことで、豊川市の魅力を発信する力の養成を図る 

 

主任研修 

 

5/27 1 16 

リーダーとして求められるキャリア開発の視点／キャリアの棚卸し／キャリアの拠

り所／キャリアの強みと課題／キャリア開発の目標設定 

（一般社団法人日本経営協会講師 樋口貴子) 

 

新任係長研修 

 

① 6/2・14・15・16 

② 6/2・21・22・23 

4 35 

講話／パワーハラスメント防止／公務員倫理／第一線のリーダーの役割／マネジメ

ントの基本と実践／リーダーシップの発揮／コミュニケーションの活用／リーダー

としての実践 

 

人事評価制度研修 

（新任係長級） 

5/12・13 

 

2 35 

オリエンテーション／人事評価理解度診断／事例研究／評価技法の確認／面接フィ

ードバック／面接実習／期待水準の考え方／部下育成（ＯＪＴ）／まとめ 

(中村経営研究所代表 中村正道)  

 

係長研修Ⅱ 

 

12/1・2 2 19 

地方自治体を取り巻く環境～公務員に求められるもの／政策形成とは／問題点の洗

い出し／現状調査・分析の方法／政策目標の設定・政策案の策定／企画書作成の実習

／プレゼンテーションスキルの修得（株式会社インソース講師 青野佑一） 
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係長研修Ⅲ 

（豊橋市職員と共同研修） 

① 5/17・18 

② 5/19・20 

③ 5/24・25 

2 9 

マネージャーの役割／リーダーシップ／状況変革型リーダー／マネジメント・スキ

ル／カウンセリング・マインド（株式会社ビジネススクールＭＢＡ社主 吉筋知之） 

 

職場研修指導者養成研修 

（実践編） 

5/9・10 2 34 

オリエンテーション／ＯＪＴの推進を振り返る／モチベーション－マネジメント

(1)理論的基礎作り／モチベーション－マネジメント(2)行動指針を考える／モチベ

ーション－マネジメント(3)実践の行動指針／一歩前進のＯＪＴを求めて／講評 

（株式会社ビジネススクールＭＢＡ社主 吉筋知之） 

 

目標管理研修 

（新任課長補佐） 

4/26 

 

1 28 

目標管理制度 制度説明／個人目標の設定／組織目標の展開 

（株式会社シノハラ 篠原正行） 

 

目標管理研修 

（新任課長） 

4/14 1 12 

目標管理制度 制度説明／組織目標の設定／組織目標の展開／個人目標の設定と自

己評価／個人面談の進め方、目標の展開（株式会社シノハラ 篠原正行） 
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特別研修 

 

ＥＱ向上セミナー 

（新任補佐・係長級） 

①9/8 

②9/9 

1 129 

ＥＱとは／ＥＱは人のＯＳ／ＥＱ検査（ＥＱＩ）の読み方／ＥＱＩの解説と結果から

の自己理解／管理監督者に求められるＥＱＩ素養とは？／今日から出来るＥＱトレ

ーニング（㈱ＥＱ取締役会長 高山 直） 

 

政策実現調査・研究活動支援制

度 

6 月 ～ 1 月 1～2 日 17 

空家法に基づく自治体施策の推進実務について（6/8） 

調査先：剛堂会館会議室（東京都千代田区） 

公共施設の総合管理（施設の有効活用）（6/13～6/17） 

調査先：市町村アカデミー（千葉県幕張市） 

統一的な基準による地方公会計の整備に向けて（8/4・5） 

調査先：大阪府吹田市役所、兵庫県宝塚市役所 

ｅＬＴＡＸ電子納税への対応及び特別徴収義務者の渋納対策について（9/1・2） 

調査先：宮城県仙台市役所 

公共施設の再編及び計画的施設保全の整備について（9/28・29） 

調査先：千葉県習志野市役所、埼玉県本庄市役所、埼玉県鴻巣役所 

複合施設の用途ごとの配置計画等及び施設保全の取組みについて（1/23） 

調査先：滋賀県守山市中心市街地活性化交流プラザ、滋賀県大津市役所 

専門課程 土地利用計画（9/26～10/7） 

調査先：国土交通大学校（東京都小平市） 

専門課程 大規模地震・津波対策（11/7～11/11） 

調査先：国土交通大学校（東京都小平市） 

企業会計－移行の準備と手続き-（9/12～9/16） 

調査先：日本下水道事業団研修センター（埼玉県戸田市） 

 

新人サポーターズ養成研修 4/22・6/28・10/28 3 70 

まず何から取り組んだらいいのか？／ここが肝心！基盤を築こう／効果が高い新人

との関わり方／自律的な新人育成を目指そう／新人育成の総仕上げ－これからに活

かすあなたの成果－（株式会社オフィスあん代表取締役 松下直子） 

ＯＪＴシートの活用／ＯＪＴシートとは？／社会人１年目のゴール（目標）／新人の

成長具合をはかるものさし 

アンケート結果からの考察／フレッシュ公務員ノートからの考察／情報交換会 
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年替りスキルアップ研修 

（接遇編） 

9/29・30 

 

2 13 

住民対応力向上研修 ～傾聴力、説明説得力向上～ 

（㈱話し方教育センター 専任講師 喜山志津香） 

 

年替りスキルアップ研修 

（企画立案編） 

12/7 

 

1 19 

コミュニケーションから始まる企画立案 ～考え・気づき組織を活性化させる～ 

（Ｌ＆Ｈコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 堀内裕一朗） 

 

年替りスキルアップ研修 

（メンタルヘルス） 

1/25 

 

3H 40 

メンタルヘルス研修 ～ストレスと上手に付き合うセルフケア～ 

（㈱エスケイケイ 加藤雅章） 

 

ホスピタリティ向上講演会 

 

1/18 1.5H 58 

職場から始めるホスピタリティ ～コミュニケーション力強化～ 

プリサージュ 代表 佐野昭子 

 

ひと・まちパワーアップセミナ

ー 

10/4 

 

1.5H 55 

 

地域創生のパラダイム転換 ～総合力で「良識ある稼ぐまち」をつくる～ 

（愛知大学地域政策学部教授 鈴木 誠） 

 

東三河広域連合研修 

（森林作業体験） 

11/10・11 2 4 

講演／森林作業体験 

 

東三河広域連合研修 

（広域政策企画能力向上研修） 

3/1・2 2 4 

講演／グループ演習 

 

技術職員研修 

 

1/31 1 78 

講話／とよかわの土木史／立地適正化計画について／空家等対策について／中山配 

水池について／中山配水池改修工事の現場視察 
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女性職員キャリアセミナー 

 

2/8 1.5H  41 

 

講話／参加者意見交換／質疑応答 

 

臨時職員等おもてなし力向上セ

ミナー 

6/10 1.5H 74 

「おもてなし」を行うために基本となる人間力／「おもてなし」とは／「おもてなし」

が組織を活性化に導く理由／おもてなしを行うための３つの心得／おもてなしを行

い続けるために必要となる７つのこと 

 

交通安全研修 

 

7/20 1.5H 83 
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派遣研修 

 

国土交通省 

 

4/1～3/31 1 年 1 

中部地方整備局 

 

愛知県実務研修生 

 

4/1～3/31 

 

1 年 1 

建設部道路維持課 

 

豊川商工会議所青年部参加研修 

 

4/1～3/31 1 年 1 

年間活動／全国大会参加等 

 

豊川青年会議所研修 4/1～3/31 1 年 1 

年間活動／全国大会参加等 

 

キュパティーノ市親善訪問研修 

 

9/22～30 他 7 泊 9 日 

他 

1 

訪 問 先：キュパティーノ市（アメリカ） 

研修内容：現地調査における市内見学、中学生の引率等 

（現地調査の他に事前研修、帰国報告会） 

 

自治大学校 

 

1 月～3 月 2 

第２部(5/17～7/29) 

地方公会計特別研修（5/15～5/20） 

 

民間スキル習得研修 

 

10 月～12 月 2 

一般社団法人 日本経営協会  

失敗しないＩＴ・情報システム調達の必須知識とトラブル防止のポイント(10/25) 

一般社団法人 中部産業連盟 

すぐにわかる決算書の見方・考え方 (12/5) 

 



22 

 

国土交通大学校 

 

1 月～3 月 2 

特別課程 ＰＲＥ「公的不動産活用」ＦＭ「施設マネジメント」(7/4～7/8) 

専門課程 道路構造物（係長級）〔設計・施工コース〕(7/3～7/15) 

 

市町村アカデミー 6 月～1 月 5 

災害に強い地域づくりと危機管理（6/21～6/29） 

市町村税徴収事務（7/19～7/29） 

住民税課税事務 (10/11～10/21) 

人材育成の企画と実践(1/17～1/25) 

 

全国市町村国際文化研修所 4 月～7 月 3 

自治体マネジメントのための地方公会計実務（4/25～4/27) 

固定資産税課税事務（土地）（6/21～7/1) 

生活困窮者の自立支援（7/4～7/6） 

 

愛知県（建設技術研修） 5 月～10 月 21 

建築士技術講座（5/17、18、9/13) 

土木行政基礎講座Ⅰ（5/31） 

建築共通実務講座（6/1) 

営繕行政実務講座（6/8） 

土木行政基礎講座Ⅱ（6/9） 

住宅まちづくり実務講座（6/15) 

土木工事監督基礎講座（6/29) 

監理・検査実務講座（7/5） 

技術者のための用地基礎講座（9/14） 

維持管理基礎講座（9/28） 

建築法規基礎講座（10/4） 

建築構造基礎講座（10/25） 
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愛知県都市整備協会（建設技術共催研修） 6 月～11 月 15 

 

道路計画実務講座（6/6、7) 

災害実務講座（講義形式）（7/12） 

橋梁維持補修実務講座（9/15） 

事例で分かる土木設計積算実務講座（10/6） 

土木施工技術実務講座（10/26、27） 

市民参画（ＰＩ）講座（11/1） 

環境管理講座（11/9） 

住民説明会実践訓練講座（11/15） 

新時代の土木職員像を考える講座（11/17） 

 

日本経営協会 5 月～9 月 6 

「女性活躍推進」を支援する教育研修（5/23） 

土地区画整理入門講座（6/22～6/24） 

地方公務員のための給与実務講座（7/19～7/20） 

地方自治体女性職員交流研究会（8/4～8/5） 

働く女性のための「活き活きキャリアづくり応援セミナー」（9/9） 

地方自治体のための中堅女性職員キャリアアップ講座（9/13～9/14） 

 

日本下水道事業団研修センター 6 月 1 

計画設計 下水道事業の計画の策定・見直し（6/13～6/17） 

 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

計量研修センター 

7～8 月 1 

短期計量教習（7/10～8/5） 

 

愛知県市町村振興協会研修センター 

 

部長研修 10/6 

 

1 1 

宗次流 独断と偏見の経営哲学／多様な働き方で組織を強くする 
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課長研修 ①10/7・12 

②10/11・20 

2 2 

官民役割分担とパートナーシップによる自治体経営／危機管理広報／激変の時代の

マネジメント 

 

課長補佐研修 ①7/12・13・8/10 

②8/8・9・24 

3 2 

地方分権時代のまちづくり／変革期における組織変革／５つのマネジメントスキル 

 

地方自治法研修 9/1・2 2 1 

地方自治を考える／地方分権の推進／自治体政治の法制度と条例／自治体をめぐる

環境変化と地方自治法協働型自治と法環境 

 

地方公務員法研修 11/2・10・11 3 1 

地方公務員制度について／事例研究 

 

民法研修（財産法） 9/6・7・8・9 4 1 

民法概論／事務管理、不当利得、不法行為／意思表示、代理制度／契約法／債権法、

担保物権法／物権法 

 

民法研修（家族法） 9/14・15・16 3 2 

親族法／相続法 

 

行政法基礎研修 9/1・7・14 3 1 

行政法の基礎概念／行政行為／行政立法、条例／行政指導、行政上の義務履行確保、

行政救済法総説、行政事件訴訟法総説／取消訴訟、行政上の不服申立て／住民訴訟、

国家賠償 

 

法制執務研修（実務） 11/28・29 2 1 

法政策の概要、法の仕組み／条例の立案方式／法制執務演習 
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条例の起案・改廃をめぐる立法

実務研修 

12/7・8 2 1 

条例の起案・改廃をめぐる立法実務研修 

 

政策法務研修 8/18・19・25・26 4 1 

機関委任事務時代の事務の仕組みと分権改革／政策法務とは何か？／権限を行使す

る行政と行政手続法制／自治体政策法務の基本認識／地方分権と自治体の事務／地

方分権時代における条例論の基本法論／「法令」の意味と解釈／具体的な条例の可能

性を考える／やらなければならない条例対応／被告となる自治体行政／分権時代の

条例を考える庁内組織／職員の意識改革とそれを支える組織の意識改革 

 

政策立案研修 11/1・2 2 1 

自治体経営・政策とは何か／問題の要因を探る／仮説の説明／政策立案及び目標設

定 

 

地方税研修（民税） 8/29・30・31 3 2 

地方税法総則／事例研究 

 

地方税研修（土地・家屋） 9/26・27・28・29 

①土地 

②家屋 

4 2 

固定資産税総則／事例問題／事例研究及び固定資産税総点検 

 

地方税研修（徴収） 10/5・6・7 3 1 

徴収総則／滞納整理とは／ロールプレイング 

 

新地方公会計制度による財務書

類作成研修 

8/25・26 2 1 

公会計制度改革の意義／公会計制度改革の概要／簿記・会計の基本／普通会計財務

書類／普通会計財務書類の作成／連結財務書類の作成／財務書類の分析、有効活用 
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財政担当初任者実務研修 5/24・25 2 1 

予算決算の原則と考え方／収入事務／支出事務／契約と財産の原則と問題点／その

他の問題事例（事例研究）他 

 

複式簿記研修（基礎） ①5/19 

②5/20 

1 2 

複式簿記基礎講座、演習 

 

複式簿記研修（実務） 6/1・8・15・22・29 

 

5 1 

複式簿記講座、演習 

 

広報研修（広報紙作り） 5/26・27 2 1 

広報紙の企画・編集／広報紙のデザイン・レイアウト／広報写真のスキルアップ術／

室内撮影実習・野外撮影実習 

 

プレゼンテーション研修 

（管理職員コース１日間） 

5/25 1 1 

立場を変えて考える／説明責任（アカウンタビリティ）とは／説明力があってわかり

やすい話し方／議会答弁の際の判断ポイント／議会答弁のポイント／議会答弁書作

成演習 

 

プレゼンテーション研修 

（一般職員コース２日間） 

①11/15・16 

②12/ 6・7 

2 2 

 

プレゼンテーションの講義及び実習 

 

カウンセリングマインド研修 8/9・10 

 

2 2 

罹患した部下の復職と退職への備え／労務管理の観点で押さえておきたい発症の予

防／心の病気と呼ばれるものが発症するプロセス／カウンセリングマインドの理解

／メンタル不調の兆候と介入／休職前から休職中の備え／復職直前から復職後の備

え 
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ファシリテーション研修 11/10・11 

 

2 1 

ファシリテーションとは／場のデザインスキル／対人関係のスキル／構造化のスキ

ル／合意形成スキル／ケース別ファシリテーションスキルの発揮／「協働」における

行政と民間の役割／住民との協働による都市づくりを目指して／地域でのパートナ

ーシップ／その他の場面 

 

クレーム対応研修 12/13・14 2 1 

クレームはどのようにして発生するか？／クレームを受けるときの心構え／クレー

ムをチャンスに変えるために／言葉遣いは心の表れ／実践！クレームロールプレイ

ング 他 

 

コーチング研修 1/17・18 

 

2 1 

コーチング概要～現場における実践効果～／コーチングとは／コーチングのスキル

を身につける／コミュニケーションのスタイルを知る／組織にどんな影響を与える

のか？ 

 

業務効率化研修 ① 7/11 

②12/ 8 

1 2 

時間管理について考える／タイムマネジメントの原則／自分のワークスタイルを知

る／自分の仕事を検証し、改善する／ＱＣＤＲを明確にする／優先順位を明確にす

る／仕事のやり方を工夫する／目標設定 

 

アサーティブ・コミュニケーシ

ョン研修 

①12/14 

②12/15 

1 

 

2 

伝えたいときに、伝えたいことをそのまま伝える／アサーティブに表現するための

戦略を立てる／アサーティブな表現方法の実際／アサーティブ・コミュニケーショ

ンで問題解決／実習／Win－ Win の関係を目指して 

 

プロジェクトリーダーのための

ＰＤＣＡ研修 

6/2・3 2 1 

プロジェクトとは／プロジェクトマネジメントの考え方、進め方／プロジェクトス

ケジュールマネジメント／重要なマネジメント対象／プロジェクト戦略のポイント

／実践演習 
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折衝力・交渉力向上研修 6/7・8 2 1 

折衝・交渉の基本／折衝と話す・聞く能力／折衝における表現技法／折衝における聞

き方の重要性／相手の納得を引き出す技法／効果的な交渉の流れ／対面応対のポイ

ント／折衝・交渉力をさらに強化するには 

 

問題解決能力向上研修 

（立案と評価コース３日間） 

6/9・10・1/12 

 

3 1 

行政を取り巻く環境変化への対応／問題解決の考え方、進め方／問題解決に必要な

能力（スキル）／問題を設定する／問題の原因をつきとめる／解決手段をつくる／改

善企画案を描く／代表者による対策案の発表と全体討議／改善取り組み結果の検証

／成果に向けた改善活動計画の作成 

 

ＪＫＥＴ指導者養成研修 2/15・16・17 

 

3 1 

倫理とは／公務員に求められる倫理／公務員に求められる規律／実際の場面で／望

ましい職場風土の形成 

 

ＪＳＴ基本コース指導者養成 

研修 

5/17・18・23・24 

 

4 1 

第一線のリーダーの役割／リーダーのマネジメント／リーダーシップ／コミュニケ

ーション／職場における実践 

 

研修企画担当者研修 5/17 1 1 

研修前の実践～企画立案／研修中の実践～運営管理／研修後の実践～効果測定 

 

採用面接研修 ①5/13 

②5/31 

1 2 

職員採用に必要な基本的な考え方／面接の進め方と注意点／効果的な質問の方法／

ケーススタディ／ロールプレイング 

 

接遇研修指導者養成研修 2/1・2・3 3 1 

接遇指導にあたっての基本理解／講師に必要な講義力／表現のスキルと構成／接遇

とコミュニケーション／対応トレーニング／レッスンプラン作成のポイント／コメ

ントの意義と留意点／説得力ある指導者を目指して 
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講師力向上研修 2/7・14 2 1 

レッスンプランの作り方／講師に求められる話し方／発表演習 

 

特別セミナー ①10/26 

②12/19 

3.5H 16 

①今話題の本「７つの習慣」から紐解く学びの方法 

（フランクリン・コヴィー・ジャパン㈱ 山田 路子） 

②地域医療～夕張市民から学ぶこと～ 

（南日本ヘルスリサーチラボ代表元夕張市立診療所所長 森田 洋之） 

 

オープンセミナー ①1/26 

②3/ 1 

1.5H 17 

①より良い組織作りがより良い人材を育てる ～覚悟と挑戦～ 

（青山学院大学陸上競技部監督 原 晋） 

②ブームをつくる 人がみずから動くしくみ 

(㈱ＴＭオフィス 代表取締役社長 殿村 美樹) 

 

その他の派遣                      （ ）内は受講者数 

豊橋市管理者研修（13）、豊橋市テーマ別研修（8）社会福祉主事（1） 

 

自学 

 

スペシャリスト養成推進費補助金             （ ）内は合格者数 

自治体法務検定【政策法務】（1）、建築基準適合判定資格者【建築主事】（2）、 

サービス接遇検定２級（1）、土木施工管理技士２級（1）、防火設備検査員（2） 

介護支援専門員（1）、幼稚園教諭（1） 

 

庁内オープンカレッジ                 （ ）内は受講者数 

子育て中の職員のための休暇制度等について（6）、第６次豊川市総合計画について

（10）、ＧＩＳの使い方について（4）、豊川市の財政について～財政の健全運営を目

指して～（4）、豊川海軍工廠基礎講座（10）、豊川市の公園整備について（4）、「論語」

に学ぶ仕事と生き方（15） 

 



３Ｃ研修実施要綱 

 

１ 目 的 

求められる職員像“３Ｃ”（Customer Satisfaction／Career Up／City Sales 

Person）の実現を目指し、おもてなしの心の醸成及び豊川市の魅力を発信する力の

養成を図るとともに自身のキャリアプランを考える機会とする。 

 

２ 受講者 

在職２～３年目の職員（保育士、消防士及び医療職を除く。）及び人事課長が指

名する職員 

 

３ 実施事業 

（１）ＣＳ研修（３年目） 

（２）キャリアアップ研修（２年目） 

（３）シティセールスパーソン研修（２年目） 

 

ＣＳ研修 

（１）事業内容 

   おもてなＣ広め隊隊員として、接遇に関する取組を立案・実践し、おもてなし

の心の醸成を図る。 

（２）実施期間等 

  ① 集合研修（接遇に関する取組を立案） 

    平成２８年７月中旬～下旬（１日） 午前９時～午後５時まで 

  ② 接遇に関する取組を実践 

    集合研修後から取組期間終了まで 

（３）事業の流れ 

  ① 集合研修にて接遇に関する取組を立案し、実践に向けた準備を行う。 

  ② 立案した取組を取組期間終了まで実施する。 

 

キャリアアップ研修 

（１）事業内容 

   庁内インターンシップを実施し、配属されている部署以外の業務を知るととも

に、自身のキャリアプランを考える機会とする。 

（２）実施期間等 

年度内のうち、１週間（５日間） 

※実施時期については、受講者と実施部署で調整 

（３）事業の流れ 

① 受講者は、様式１「キャリアアップ研修（庁内インターンシップ）実施部署

希望申告書」を、平成２８年６月１５日（水）までに企画部人事課へ提出して



ください。人事課において、他の受講者の希望を踏まえ、実施部署を調整しま

す。 

② 実施部署が決定した受講者は、実施部署の所属長と相談して実施時期を決定

し、様式２「キャリアアップ研修（庁内インターンシップ）実施報告書」を、

決定後速やかに企画部人事課へ提出してください。 

③ 実施期間が終了した受講者は、様式３「キャリアアップ研修（庁内インター

ンシップ）終了報告書」を、終了後速やかに企画部人事課へ提出してください。 

（４）留意事項 

① 本市では、人材育成型ジョブローテーションを実施しています。事務職員に

ついては、新規採用時から一定の期間内に、管理部門、窓口部門、事業部門の

３分野の仕事を経験することを基本とし、また、事務職員以外の職種も、職域

の拡大を図り、異なる分野の仕事を経験することとしていますので、自身のキ

ャリアプランの参考となるよう実施部署を検討してください。 

② 実施時期については、実施部署及び所属部署の業務の都合を考慮して決定し

てください。 

 

シティセールスパーソン研修 

（１）事業内容 

   産業部商工観光課の事業に参加し、事業の魅力を戦略的に発信する手法等を体

験することで、豊川市の魅力を発信する力の養成を図る。 

（２）実施期間等 

年度内のうち、１事業 

   ※実施日については、受講者と産業部商工観光課観光係で調整 

（３）事業の流れ 

① 受講者は、産業部商工観光課観光係から日程の調整連絡を受けた後、所属長

及び産業部商工観光課観光係と相談して実施時期を決定し、様式４「シティセ

ールスパーソン研修実施報告書」を、決定後速やかに企画部人事課へ提出して

ください。 

② 実施期間が終了した受講者は、様式５「シティセールスパーソン研修終了報

告書」を、終了後速やかに企画部人事課へ提出してください。 

（４）留意事項 

実施時期については、産業部商工観光課観光係及び所属部署の業務の都合を考 

慮して決定してください。 



様式１－１ 

 

キャリアアップ研修（庁内インターンシップ）実施部署希望申告書（事務職用） 

 

所属              

 

氏名              

 

１ あなたの所属部署はどの部門に属すると思いますか。 

  （該当する欄に○をつけてください。） 

管理部門 窓口部門 事業部門 

 

 

  

 

２ １を踏まえて、庁内インターンシップの実施を希望する部署を、部門別に、優先

順位の高い順に記入してください。 

管理部門 窓口部門 事業部門 

１ 

 

１ １ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 

 

３ 

 

３ 

 

３ 

 

 



様式１－２ 

 

キャリアアップ研修(庁内インターンシップ)実施部署希望申告書(技術職・保健師用) 

 

所属              

 

氏名              

 

庁内インターンシップの実施を希望する部署を、区分に応じ、優先順位の高い順に

記入してください。 

専門分野を深める 職域の拡大を図る 

１ 

 

１ 

 

２ 

 

２ 

 

３ 

 

３ 

 

 



様式２ 

 

キャリアアップ研修（庁内インターンシップ）実施報告書 

 

所属              

 

氏名              

 

 

実施部署 期間 

 

 

 

 



様式３ 

 

キャリアアップ研修（庁内インターンシップ）終了報告書 

 

所属              

 

氏名              

 

１ 実施部署及び実施期間 

 

 

２ 従事した業務 

 

 

 

 

３ 庁内インターンシップ実施部署の業務に関するイメージ 

（実施前） 

 

 

 

（実施後） 

 

 

 

４ 実施部署の業務を経験し、自身のキャリアプランについて考えたこと 

 

 

 

 

５ 庁内インターシップの感想 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式４ 

 

シティセールスパーソン研修実施報告書 

 

所属              

 

氏名              

 

 

事業名及び内容 期間 

 

 

 

 

 

 



様式５ 

 

シティセールスパーソン研修終了報告書 

 

所属              

 

氏名              

 

１ 事業名及び実施期間 

 

 

２ 従事した業務 

 

 

 

 

３ 事業の魅力を戦略的に発信する手法について感じたこと（参考になった点等） 

 

 

 

 

４ シティセールスパーソン研修に取り組む中で感じた事業の改善点等 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成２８年度年替りスキルアップ研修（接遇編） 

「住民対応力向上研修～傾聴力、説明説得力向上～」実施要綱 

 

１ 目 的 

市民の方等への応対において傾聴や説明説得ができるよう住民対応力を向上さ

せる。 

 

２ 対象者 

  住民対応力の向上を目指す課長級以下の職員 

 

３ 研修期日 

  平成２８年９月２９日（木）～平成２８年９月３０日（金）（２日間） 

※両日ともに９時００分～１７時００分 

   

４ 研修会場 

  豊川市役所本２３会議室（本庁舎２階） 

 

５ 講 師 

  株式会社話し方教育センター専任講師 喜山
き や ま

 志津香
し づ か

 氏 

 

６ 日 程 

   別添日程表のとおり 



平成２８年度女性職員キャリアセミナー実施要綱 

 

１ 目 的 

近年、両立支援制度の充実が広がる中、結婚や出産を経験し、子育てしながら働き

続ける女性が増えています。本市においても、出産した女性職員の育児休業取得率は

ほぼ１００％であり、また、育児休業から復帰した女性職員は、部分休業制度や育児

短時間勤務制度を利用し、子育てと両立しながら仕事に従事することがほとんどで

す。 

しかしその一方、「自分のキャリアに対する考え方がわからない」「仕事と家庭の両

立が大変」「お手本となる先輩職員との接点が少ない」など、仕事と家庭の両立から

生じる悩みもあります。 

そこで、現在、管理職として活躍している先輩女性職員の経験などを聞き、また、

女性職員同士で意識を共有することで、女性職員一人ひとりが自分らしい働き方に

気づく機会にしていただきます。 

 

２ 研修日時及び会場 

平成２９年２月８日（水） 午前１０時から午前１１時まで 

豊川市役所本３１会議室 

 

３ 対象者 

受講を希望する女性職員 

 

４ 登壇者 

議会事務局長 近藤 薫子 

市民部市民協働国際課長 木和田 恵 

 

５ 内容 

（１）登壇者講話 

（２）参加者意見交換 

（３）質疑応答 
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